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観 光 商 工 部 長   伊 倉 直 樹 

建 設 港 湾 部 長   立 花   学 

水 道 部 長   柏 木   弦 

新 庁 舎 開 設 準 備 室 長   武 田 浩 一 
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戸 籍 保 険 課 長   渡 邉 眞知子 
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介 護 福 祉 課 長   小 西 正 敏 
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港 湾 課 長   高 橋   勉 
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午前10時00分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は14名で定足数に達しておりま

すので、ただいまから本日の委員会を開きます。 

本日の委員会には、次の委員から遅参の届出が

ありましたので御報告申し上げます。 

遅参、栗田政男委員。90分。 

それでは、早速、本日の日程であります特別会

計及び公営企業会計に関する細部審査に入りま

す。 

なお、関連であります議案第12号につきまして

も、併せて審査をいただきます。 

それでは、質疑のある方、挙手を願います。 

 里見委員。 

○里見哲也委員 おはようございます。 

本日は、予算資料10ページの介護特会の中で、

生活支援体制整備事業についてちょっと伺います。 

予算額は前年と同額ですが、事業の内容に支援

体制の充実と社会参加の促進とありまして、介護
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特会の事業としての社会参加、この内容はどのよ

うな推進をするのかお知らせください。 

○小西正敏介護福祉課長 介護保険特会の生活支

援体制整備事業につきまして、社会参加の促進と

いうことでございますが、当事業の推進に当たり

ましては、事業を委託している網走市社会福祉協

議会の生活支援コーディネーターとともに各地区

との協議等を行っております。 

各地区に共通する課題といたしまして、社会を

取り巻く状況やコミュニティ意識の変化等により、

人と人とが顔を合わせること以外に、地域におけ

る支え合い、見守りが薄れてきていることがござ

います。 

また、社会参加の促進ということでございます

が、社会参加にやはり就労期間が延びていること、

そして趣味等の多様化によりまして、社会参加が

高齢者になっても高齢者団体の活動等に参加され

る方が少なくなってきている現状がございます。 

それらにつきましては、これらの課題に対しま

して、昨年11月に支え合いの地域づくり研修会を

開催いたしました。シニア世代を中心とした社会

参加に興味がある方を対象に、シニア世代の活躍

に関する講話を行ったことと併せまして、担い手

不足の団体とのマッチングを図るための取組とし

て、各種、町内会、老人クラブ、ふれあいの家、

シルバー人材センターによる説明や会員ボラン

ティアの協力を行いました。その中でも、社会参

加の促進ということで御説明をして、御協力をお

願いしたところでございます。 

○里見哲也委員 孤独対策とか地域や社会のつな

がりというところと関係あると思うのですが、町

内会や老人クラブの会員等々、昨年からいろいろ

議題というかお話が出ている中で、ぜひこの推進

をお願いしたいなというふうに思います。 

次に、予算説明書の147ページから、からという

のは、国保、介護、後期高齢者、特別会計の全体

の傾向について、確認とその対策を伺いたいと思

うのですが、初歩的な質問かと思いますが、確認

です。 

それぞれの特別会計について、対前年の予算額

で、国保はマイナス9,500万円の減額、介護保険は

プラス5,600万円の増額、後期高齢者はプラス

4,500万円の増額、３会計の増減の合計では6,300

万円の増額ということで、あまり大きな増額では

ないように感じるのですが、これらについては、

少子高齢化、人口減少の影響なのか、そして今後

の傾向は予想できるものなのかを伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 当市の人口構成は、

後期高齢者制度に移行前の70歳から74歳をピーク

としまして、世代が下がるにつれ減少し、少子高

齢化傾向となっております。 

そのため、国保加入世代は減少する一方、高齢

化率は令和６年２月末で33.9％と、３人に１人が

高齢者という状況になっております。 

これまで増加傾向にありました高齢者人口は、

2020年以降、緩やかに減少し、今後もこの傾向は

続くと見込まれますが、全体の人口の減少に伴い、

高齢化率は2040年には40％を超えると推計されて

おります。 

今後、ますます医療・介護サービスのニーズが

高まっていくことが想定されますが、医療・介護

給付費の増加を緩やかにするため、若い世代から

の健康づくりや介護予防活動が重要になってくる

と考えております。 

○里見哲也委員 理解しました。 

健康寿命を延ばすことということが、本人の負

担も、それから市の財政負担も減らすことになる

のだろうなというふうに思いますから、今言われ

た予防とかを含めて、あるいは早期発見につなが

る各事業の周知をお願いしたいと思います。 

個別の事業については、別の機会に質問いたし

ます。 

次に、公営企業、水道、簡易水道、下水の３会

計について伺います。 

収支の概要の質問ですけれども、それぞれ独立

採算ということですが、導水管等の調査や修繕な

ど、支出を抑えることは困難な面があるかもしれ

ません。そしてまた、収入も、料金の値上げを簡

単にはできないと思いますし、現年度、今年は２

か月の減免措置などもありましたから、人口減少

下において、収入の見込みの立て方がどのように

なっているのかお示しください。 

○佐々木修司営業経営課長 予算の収支の算定の

方法ということかと思いますが、どの会計も同じ

ような感じではありますが、下水道使用料以外の

収入につきましては、補助率ですとか、繰入基準

などといった一定のルールに基づいて算定してい

るところです。 

収入については、そのほか該当年度に見込まれ

る収入を積み上げていくと。支出についても、１
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年間必要と見込まれる経費を個々に積み上げて

いって予算を算定していると。 

それと使用料につきましては、一般家庭のほか、

法人ですとか学校ですとか病院等、利用の形態と

いいますか利用される方が多岐にわたっておりま

すので、家庭の中でも人数が違ったりとかいろい

ろありますので、人口との比較によって算定する

のはなかなか難しい面があります。 

また、それに加えて、年度間の増減も波がある

ということもありまして、前年度までの数年間の

増減を参考にいたしまして、平均値などと比較し

て、増減率を推定して算定しているという状況で

ございます。 

○里見哲也委員 そうですね、人口ばかりではな

くて、法人等の使用もありますよね。法人の誘致

とかで、水を使ってくれるところが来たらいいの

かなというふうに思ったりします。 

下水道会計で、令和６年度は、収益的収入及び

支出で、差額ではマイナス1,300万円の赤字で予算

が立てられているかと思いますが、この収支の予

定について、単年度なのか、さらに翌年以降も続

くのかなど、下水道会計の見込みをお知らせくだ

さい。 

○佐々木修司営業経営課長 下水道の会計の今後

の見通しというようなお話かと思います。 

下水道の場合、長期的な見通しについては、随

時料金改定を見据えまして、シミュレーションな

どを行っているところでございます。 

下水道事業におきましては、ストックマネジメ

ント計画という施設の計画に基づきまして、方針

等を進めているところであります。建設改良費に

つきましては、当面年約４億円の更新費用を見込

んでおります。減価償却費につきましては、施設

の建設費が下水道の場合はちょっと高額といいま

すか、お金がかかる施設ということで、年間９億

円台でずっと推移していく見込みとなっておりま

す。また、支払利息については、企業債の償還金

の減少とともに減少していくような見込みです。 

ただ、人口減少、節水意識の向上などによりま

して、給水収益につきましては年々減少していく

ものと見込んでおります。 

○里見哲也委員 上水と下水の違いというところ

の中では、市民にとっては支払う料金といいます

か使用料、これが気になるところでありますけれ

ども、下水道事業の個別の補助事業の中で、浄化

センター、コンポストヤード、汚水管改築とかと

いうところで5,200万円ぐらい対前年増額の部分が

ありましたので、これが令和６年度については大

きな影響があるのかなと思ったのですけれども、

これは令和７年度以降も続くのでしょうか、お知

らせください。 

○佐々木修司営業経営課長 先ほど建設費の件に

つきまして若干触れさせていただきましたが、そ

ういった更新を含めまして、年間４億円ほど更新

費用がずっと続いていくものという見通しとなっ

ております。 

○里見哲也委員 わかりました。 

やっぱり水は大変重要で、この１月の能登の地

震でも、特におトイレ、下水に関するものが生活

の衛生面というのでしょうかね、生活に本当にな

くてはならないものという感覚を受けていますの

で、計画的な、そして安心できる運営をぜひよろ

しくお願いします。 

以上で終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手を願います。 

 深津委員。 

○深津晴江委員 私は、予算書217ページ、総合相

談支援事業についてお伺いいたします。 

まず、地域包括支援センター運営事業について

です。 

地域包括支援センターは、介護、医療、保険、

福祉などの側面から高齢者を支える総合相談窓口

だと認識しております。予算が6,335万円と、昨年

よりも1,365万円の増額となっていますが、その理

由をお示しください。 

○小西正敏介護福祉課長 地域包括支援センター

運営事業の事業費増額の理由でございますが、市

内２か所にセンターを設置しておりますが、各セ

ンターでは、主任介護支援専門員、保健師、社会

福祉士の専門職を配置し、それぞれの専門性を生

かしながら業務を行っていただいております。 

事業費といたしましては、近年、高齢者人口の

増加に伴う相談件数の増、内容の複雑化に対し、

相談体制の充実と介護予防事業のさらなる推進を

図るため、人員体制の強化に関する経費を増加し

たものです。 

具体的には、委託料に係る人件費について、そ

れぞれ１名程度の増員を図ること、併せて人件費

単価を１名当たり20万円増額することなどにより、

事業費が増額となっております。 
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○深津晴江委員 １名それぞれの施設で増員され

るということなのですが、現在、何名いらっしゃ

るのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 増員前の人数でござい

ますが、地域包括支援センター「りんく」におき

ましては４名、細かい時間職員もいますので4.2名

とかなのですけれども、実質４名ということです。

地域包括支援センター「マウニ」でございますが、

こちらは5.5人となっております。 

○深津晴江委員 多分、福祉職員なども先ほどお

示しありましたけれども、様々な職種の方が不足

されていると思いますが、増員のめどは立ってい

るということで認識してよろしいでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 各センターの人員につ

いては、確保できると聞いております。 

○深津晴江委員 あと、１人当たりの単価20万円

増額ということなのですが、すみません、確認な

のですが、年に20万円なのですか。その内訳とい

うのでしょうか、詳細をお示しください。 

○小西正敏介護福祉課長 年間１名当たりの単価

を20万円増額したということです。増額というこ

とですね、20万円。 

○深津晴江委員 やはり人材不足ということがあ

りますので、１人当たりの単価を上げていくのは

当然のことだと思っております。この部分だけで

はなくて、様々なところでの増額というところを、

ぜひ検討していただきたいと思います。 

次に、事業の一つに、介護予防を目的とした支

援があるかと思いますが、その成果としてはいか

がなのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 介護予防に関する成果

でございますが、地域包括支援センターの役割の

一つに介護予防の推進ということがございます。 

各利用者のところを訪問いたしまして、その方

に合った、身体状況が弱ってきているなどの状況

をアセスメントいたしまして、市の持っているい

ろいろな介護予防事業につなげていただく。その

他いろいろ見守り事業とか、いろいろな高齢者の

相互的な事業も含めて、調整を図っていただいて

いるところです。 

○深津晴江委員 いろいろつなげてやっていらっ

しゃるということは理解しますが、結果的に、そ

こで要介護になっていないですとか、多分介護予

防については要支援の方かなというふうに思うの

ですが、要介護になっていないとか、何かそうい

う実績とか、そういう辺りはいかがなのでしょう

か。 

○小西正敏介護福祉課長 要介護に至るまでとい

うことですね。 

先ほど申し上げたように、介護予防の支援、要

支援までの方に関する各事業をつなげていただい

ていること。当然それ以上に身体状況が弱くなっ

ている方については介護認定ということで、そち

らのほうにつなげていただいて、本当の介護サー

ビスというふうにつなげていただいているところ

です。 

○深津晴江委員 例えば介護支援、介護予防をし

ているという件数とかは、おわかりでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 介護支援に至る件数と

いうことでございますが、令和５年度の１月まで

の実績でいきますと、各包括それぞれ、おおよそ

1,000件程度の実績になっています。 

○深津晴江委員 わかりました。 

事業をそれぞれの支援センターで積極的に、現

場の方たちは本当にお忙しくやっていらっしゃる

ということは重々理解しておりますので、ぜひ、

介護予防をするからには、要介護につながらない

ようにしていただくように、どうしても高齢化に

伴って身体的な不具合が出てくるということは理

解いたしますが、多分医療費の削減にもつながっ

ていくかと思いますので、そこをさらに推進して

いただければと思います。 

それでは、地域包括支援センター運営事業の課

題をどのように捉えていらっしゃるか、見解をお

伺いいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 地域包括支援センター

の課題でございますが、先ほど申し上げたような

介護予防を推進する、あとは地域の高齢者の見守

り、それらサービスの状況をつなげるために、包

括支援センターを知っていただくということが重

要かと思っております。 

それで、地域包括支援センターの周知を今年度

はかなり重視して図っておりまして、パンフレッ

トを作成し、コミュニティセンター等に配架にし

たほか、センター職員が、町内会、老人クラブ、

高齢者ふれあいの家、民生委員など、地域関係者

の会合に出席いただいております。 

また、生活支援体制整備事業の協議体メンバー

にもなっていただいておりまして、その中にセン

ターの役割、相談できることなどを随時お知らせ
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しているほか、参加者への介護予防活動へのアド

バイスを行っていただいております。 

また、もっと知っていただくということで、昨

年11月に協議体関連のウオーキングイベントがご

ざいました。その中で、地域包括支援センターを

休憩地点としていただいて、そこでドリンクを提

供しながら、包括支援センターはこういうところ

ですよということをＰＲさせていただいて、セン

ターの場所を知っていただくことができました。 

このような取組を続けまして、地域への認知が

徐々に進んできているかとは思いますが、引き続

き周知をしていきまして、高齢者の予防活動等に

つなげていきたいと考えております。 

○深津晴江委員 私も同感です。 

職業柄、私もちょっとしたお困り事、これはど

こに相談したらいいのだろうかという御相談をよ

く受けます。やはり当事者になっていかないと、

これはどうしたらいいのだろうかがなかなかわか

らないというところがありますので、やはり地域

包括支援センターは拠点となる、まずいろいろな

介護とかそういうことを受ける拠点になるかと思

いますので、ぜひ周知活動を積極的に進めていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、生活支援体制整備事業についてです。 

この事業は、市町村が中心となって、様々な組

織、団体など、生活支援サービスを担う事業主体

と連携しながら、高齢者が安心して暮らし続ける

地域をつくっていくことが目的の事業だと認識し

ております。 

当事者と地域の互助、つまり地域づくりとなり

ます。その地域の力を引き出す生活支援コーディ

ネーターや協議体の働きが重要と考えますが、網

走市では、その動き、働きが見えません。予算と

しまして971万円と、私の見方が間違ってなければ、

昨年と同額だというふうに思っておりますが、私

としては、971万円は大きな予算だと思っておりま

す。もっと成果が見えてきてもよいのではないか

なというふうに考えております。この事業の現状

と課題についてお示しください。 

○小西正敏介護福祉課長 生活支援体制整備事業

の推進に係る状況ということでございますけれど

も、生活支援コーディネーターとともに各地区と

の協議を行っております。昨年度までは、まだ新

型コロナウイルス感染症等の影響でなかなか協議

が進んでいない地区も多くございました。今年度

におきましては、コロナウイルスの感染症も５類

移行ということでございまして、全体協議を実施

できなかった地区につきましても協議を行うこと

が徐々にできています。 

令和５年度の活動状況といたしましては、地区

との全体協議は34回、その他、協議体未設置地区

を含めまして地域関係者との個別協議は174回実施

をしております。全体協議で取組を決定し、実施

したイベント等は11回を数える形になりました。 

こういった形で、今年は特に高齢者と子供と共

同で楽しめるイベント等を行えるような地区も出

てきていますので、昨年度よりは徐々に行えるこ

とができていると認識しております。 

○深津晴江委員 様々な動きがあるということは

わかりましたが、まず、根本的に生活支援コー

ディネーター、網走市では何名いらっしゃるので

しょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 網走市社会福祉協議会

にいる生活支援コーディネーターは、１名となっ

ております。 

○深津晴江委員 その１名で、今お示しいただい

たような全体の協議ですとか、個別の案件に関

わっていらっしゃるのは、相当大変だろうなとい

うのは思うところではありますが、地域づくりで

すので、何というのでしょうか、まずこの事業を

見てみますと、地域のことをその方が知るという

ことがとても大事かと思います。 

そのために、地域、いろいろな協議体に出てい

かれていることは理解いたしましたが、そこを地

域の課題として明らかにしていくという過程がと

ても大事かというふうに私自身は認識しているの

ですが、それをどのように市として捉えていらっ

しゃるのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 先ほど生活支援コー

ディネーター１名ということでしたが、そのほか、

網走市社会福祉協議会のほうで、地域担当職員と

いうコミュニティソーシャルワーカーを３名配置

していまして、その他、その職員とともに各地区

をいろいろ協議で回っているという状況です。 

各地区で協議していく中で、協議体の中で毎回

やるのが地域課題、皆さんで日頃感じている課題、

または社会資源、その地区にほかの地区にない何

があるのかということをまず１回ホワイトボード

などで整理して、その中で、我々は気づかなかっ

たけれども、こういったことがあるよねみたいな
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ことをまず認識していただくと。その上で、自分

たちが取り組んでみたいことは何だろうというや

り方を主にしています。 

その中で出てきたのが、近年特にあるのが、地

域のつながりが弱くなってきたということがやは

り根本的な全てのことに共通しているということ

で、それが担い手不足、見守りにも薄くなってき

ているということなので、まずはそれを取り戻し

たいということで、今まで停滞していたお祭りと

かイベントとかを復活させる中で、新たに今まで

来なかったような子供たちを呼んでみたりとか、

子供が来れば親御さんも来られる、そうしたら親

御さんが地域活動に今まであまり参加されてこな

かったけれども、興味を持っていただけるという

ようなことを、少しずつイベントを通してやって

いこうということで、各地区いろいろ考えていた

だいているところです。 

○深津晴江委員 いろいろとイベントを通しなが

ら、いろいろな世代の方たちに理解していただこ

うというふうに動いているということは理解いた

しました。 

その上でですが、この事業については、いろい

ろな方法は、あくまでも手段であります。この事

業の一番大事なこととしましては、目的なのです

よね、ゴール。どんな地域を目指していくのかと

いうところが重要かと思いますが、市としてはど

のようにお考えでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 事業の目的でございま

すけれども、年齢を重ねても住み慣れた地域で安

心して自分らしく暮らしていくことができるよう、

地域の視点で支え合う仕組みをつくることです。 

この事業の取組が進むという中で、人材を含め

まして、地域ごとに異なる社会的資源ですね、そ

ういったものを地域の特性を生かした住民主体で

の支え合いの仕組みが生まれて機能していくこと

を目指しているというところでございます。 

これらの地域活動が活性化することに伴いまし

て、高齢者個人の社会参加や介護予防活動への推

進が図られ、それが健康で生きがいをもって、生

き生きと安心して暮らしていく地域社会につなが

るものと考えております。 

○深津晴江委員 落ちないですよね。なぜかとい

いますと、今御答弁いただいたことは、すごく一

般的なというか、どこの地域でも言えていること

だと思います。 

おっしゃっていることは、そのとおりだと私も

思います。やっぱりつながりが弱かったり、住民

主体といいながらも、なかなか住民が担い手不足

で動けないというところはあるのですが、そこを

もっとかみ砕いていって、網走市がどうなのかと

いうところを明らかにしていって、全部一気にと

いうのは難しいかと思いますので、例えば今年は

ここに重点を置こうとか、コロナも明けまして、

イベントなども盛んに行われてきますので、そこ

でいろいろなつながりをつくっていこうという計

画があるのはわかりますが、そこは理解していき

ますが、もっと網走らしさ、網走のとても優しい

人柄ですとか、そういう住民とかも踏まえていろ

いろな方法を考えていっていただければというふ

うに思います。 

目指す姿というのも、ぜひ市民に周知していく

必要があるかと思いますが、いかがでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 委員御指摘のとおり、

この事業、先ほど申し上げたような総体的な目標

というか目的は、先ほどのとおりなのですけれど

も、各地区それぞれの取組、地区地区でお話して

いると状況が異なるのですよね。そこそこで悩ん

でいること、ただ共通しているのは、やはりそう

いう交流が薄れてきた、あとは担い手がいないみ

たいなところが共通する課題です。 

個別の協議、地区の協議は進めていきまして、

子供や高齢者、世代間交流を意識した取組を続け

ていきたいとは考えておりますが、全体的な取組

としては、各地区の協議がより進んでいくように、

コミュニケーションの促進が重要と考えていまし

て、研修会をまた開催しようと考えております。 

その中で、今までのように社会参加に関するこ

とや担い手のことに関することと併せて、コミュ

ニケーションスキルを学べるような、そういった

研修も含めまして地域の活動がより円滑化になる

ようにということを考えております。 

○深津晴江委員 理解いたしました。 

コミュニケーションスキルはどの世代にも大事

ですし、今のいろいろなところで不具合が出てき

て、そのスキルが世代に関わらず不足していると

ころだと私も思っておりますので、ぜひそういう

研修などを通して、さらに地域づくり、住民とと

もに進めていっていただければというふうに思い

ます。 

以上です。終わります。 
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○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願いします。 

古田委員。 

○古田純也委員 私は、１件質問させていただき

ます。 

予算書の215ページ、高齢者ふれあい支援事業に

ついてお尋ねいたします。 

本年度、増額になっておりますが、理由としま

してはエアコンの設置件数ということで、地域の

高齢者が楽しく過ごす、ふれあいの家、市内では

14か所を開設されているようですが、今回このエ

アコンの設置を支援される箇所は何か所になるの

かお尋ねいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 高齢者ふれあいの支援

事業のエアコンの設置予定ということでございま

すが、エアコン設置補助につきましては、近年の

猛暑に対応するため、安心・安全に介護予防活動

を行っていただくという趣旨から、活動拠点への

エアコン設置を支援するものでございまして、対

象は、エアコン設置のない地域会館などを活動拠

点としている６団体を予定しております。 

○古田純也委員 ６団体のほうなのですけれども、

その後、例えば電気料金の値上げ、または設置後

の修繕費なんかは、どのような体制が整われてい

るのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 電気料と修繕というこ

とでございますが、まず、エアコンにつきまして

は、地域会館に設置することになります。電気料

金は、会館保有町内会等の御負担となりまして、

修繕等対応も地域会館の附帯設備となることから、

同様に会館保有者が行っていただくことになりま

す。 

エアコン利用につきましては、地域会館保有者

の理解を得て使用することになりますけれども、

会館使用料は、ふれあいの家の委託料から支払い

をされておりまして、ふれあいの家の活動日数や

時間から考えますと、電気料金への影響はあまり

大きくないとは考えておりますが、その辺は状況

を見ていきたいと考えております。 

○古田純也委員 わかりました。 

先ほど、高齢者の担い手不足の話もありました

けれども、ふれあいの家の現在の活動状況ですか、

コロナも落ち着きましたけれども、参加人数、ま

たは大まかな活動時間のほうを原課としてはどの

ように押さえているかお伺いいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 ふれあいの家の活動状

況でございますが、まず、時間のほうでございま

すけれども、新型コロナウイルス感染症が５類移

行ということで、昼をまたいだ開催を再開できて

いるところもございますけれども、午前中開催を

継続していただいている団体もまだ多くございま

す。 

参加者につきましては、令和５年度の集計はこ

れからとなりますので、令和２年から４年までの

状況で申し上げますと、利用者は、令和２年度は

479人、令和３年度は452人、令和４年度は372人と

なっております。 

延べ参加者数でございますが、令和２年度は

7,688人、令和３年度は6,040人、令和４年度は１

万1,388人となっており、令和２年度、３年度は先

ほど申し上げた感染症の影響による休止が多かっ

たものの、令和４年度以降につきましては、活動

は戻している状況にございます。 

○古田純也委員 コロナが落ち着いて大変参加者

も増えているということを確認させていただいた

のですけれども、実際、担い手不足、何かを対応

策としていろいろと考えていらっしゃると思いま

すけれども、今年度は担い手不足をどうカバーす

るかというのは、何か案はあるのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 高齢者ふれあいの家の

担い手不足の問題でございますけれども、おおむ

ね開設から20年程度経過された、ふれあいの家が

多くなりまして、ボランティアの年齢層も70代か

ら80代の方が中心となってきていると。当然、高

齢化や担い手不足がやはり課題となっているとい

うことです。 

運営に関する負担軽減やボランティア体制につ

いて、相談を受けることがやはりございまして、

その中で、我々が訪問させていただく中では、ボ

ランティアメンバーと一緒に協議を行いまして、

一人一人に負担が集中しないこと、各ボランティ

アにできることを少しずつ分担して受け持ってい

ただくことや利用者にもできることをちょっと

行っていただくなど、地域の事情に応じた形で継

続できるような取組を視点に助言を行っておりま

す。 

また、昨年度も行いましたけれども、担い手の

研修会、そういったところで各団体の活動、高齢

者ふれあいの家だけではないですけれども、担い

手が不足している団体間の共通の課題や情報交流
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を行うこと、そういった中でボランティアの支援

を呼びかけるということですね。 

また、各ふれあいの家の団体におきましても、

連携を密にするということで、それぞれの活動を

共有する仕組みについて検討して、活動の活性化

に取り組んでまいりたいと考えております。 

○古田純也委員 わかりました。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

村椿委員。 

○村椿敏章委員 私からも、何点か質問させても

らいたいと思います。 

まず、能取漁港の整備特別会計について確認し

たいと思います。 

令和５年の売買の実績はどのような状況だった

のか伺いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取漁港整備特別会計

の令和５年度の土地売買の実績でございますが、

令和５年度については、土地売買の実績はござい

ませんでした。 

○村椿敏章委員 売買の実績はないというところ

で、令和６年度の売買については、問合せ、また

は売買できそうなところとかはないのかどうか伺

いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 令和６年度に向けての

売買の問合せ等なのですけれども、まず、令和５

年度なのですけれども、２件問合せを受けてござ

いますが、両方とも土地の売却までは結びついて

ございません。 

１件は、再生可能エネルギー関係で、こちらは

もう断念をしたということで、12月15日になりま

すけれどもキャンセルを承ってございまして、も

う１件が、流通系の事業者なのですけれども、こ

ちらは今年の２月６日に問合せが来て、まだ回答

が来ておりませんので、場合によっては、これが

進む可能性もあるのですが、現状、能取の土地も

売却地が少なくなってきておりますから、あとは

先方の購入したい土地の面積等で、また当市とし

ても判断してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○村椿敏章委員 ２件問合せがあったというとこ

ろで、引き続き対応していただきたいと思います

が、来年度繰入れが1,677万円となっていますが、

これまでの繰入れの総額は幾らになるのか伺いた

いと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今までの一般会計から

の繰入金の合計についてですけれども、令和５年

度の繰入れ見込みまで入れてなのですが、累計で

26億3,000万円となってございます。 

○村椿敏章委員 26億3,000万円。以前より減って

いるのではないかなと思ったのですが。 

○渡部貴聴水産漁港課長 金額としては、これは

減ることはございません。一般会計からの繰入れ

なのですけれども、令和５年度予算額で1,825万円

を計上しておりましたが、現状で、見込み1,587万

円を見ております。そうしますと、令和５年度繰

入金の合計で26億3,642万3,591円となる見込みと

なってございます。 

○村椿敏章委員 まず、わかりました。 

次に、売却可能な土地は何平米あるのか、全部

売れたとして幾らになるのか、伺いたいと思いま

す。 

○渡部貴聴水産漁港課長 売却可能用地、未売却

地の面積ですけれども、現段階で約６ヘクタール、

５万9,789平米ございます。 

これらの土地が、全て当該会計の基準価格3,500

円になってございますけれども、こちらで売却し

た場合の収入が２億926万円となります。したがい

まして、令和５年度の会計の決算見込み１億4,177

万円の赤字になりますけれども、この基準価格で

売れた場合には全て補塡されまして、約6,700万円

の黒字となる見込みとなってございます。 

○村椿敏章委員 ここについてですけれども、全

部６ヘクタール売れたとして２億926万円、ただ、

価格を下げた場合もあると思うのですが、そうな

ると幾らになるのか伺いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 御指摘のとおり、当該

会計は、土地の売却面積によって減額、ディスカ

ウントがございます。 

例えばなのですけれども、直近の売却実績、令

和３年度の実績なのですけれども、そのときの平

均価格が2,761円となります。この単価で、先ほど

の土地を全て売った場合には、１億6,508万円とな

ります。この場合につきましても、2,330万円の黒

字となる見込みとなってございます。 

○村椿敏章委員 全部売れれば、何とか黒字にな

るというところですね。理解しました。 

それで、いずれにしても、この土地が売れなく

ては駄目だということでありますが、今問い合わ

せてきている２件以外に、要は、網走市がどのよ
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うな形で売っていこうと考えているのか、可能性

がどんなところにあると考えているのか、伺いた

いと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 土地の売却につきまし

て、今後の進め方でございますけれども、これは

なかなか簡単ではないというふうに認識はしてご

ざいます。 

現状では、まず当市のホームページ、それから

北海道のホームページ等々で周知をしてございま

して、そちらを見て問合せをいただくような状況

となってございます。あとは、現在、工業団地に

実際に事業をやっている方等からの情報収集と買

い増しとか、そのようなことを検討してまいりた

いというふうに思ってございます。 

○村椿敏章委員 簡単にはいかないと思いますが、

今、網走市はゼロカーボン宣言をして、再生可能

エネルギーを活用していくという考えを持ってい

ますから、そこに今、太陽光発電もありますし、

併せてバイオマス発電などがあって、その排熱の

利用なども検討されていたのかなと思うのですよ

ね。そういう部分を含めて、ゼロカーボンという

ところでどんどん進めていったらどうなのかなと

感じているのですけれども、どうでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 排熱利用の関係につい

てでございますけれども、コロナ禍前までは積極

的に、漁業でいいますと地元の漁協と、それから

発電所の関係者と意見交換を行っていましたが、

一時コロナ禍によってその交流が途絶えてござい

ます。 

これにつきましては、両者からの要望もござい

ます。それから今、また養殖業、非常に国として

も戦略として様々な補助金等も活用できるような

状況となってきてございますので、まずは次年度

から、また意見交換会、勉強会等を開催しようと

いうふうに検討してございます。 

○村椿敏章委員 意見交換、勉強会というところ

をぜひ進めていただきたいと思います。 

次に移りたいと思います。 

介護保険事業について、訪問介護報酬の減につ

いて、代表質問で、今回訪問介護の報酬２％下げ

るということを政府は言っていて、それに対して

回答では、処遇改善の加算が手厚く設定されてい

るから、これで何とかなるだろうというような答

弁なのですけれども、それでもですね、やはり今

の働いている人たちのお給料は、一般のお給料か

ら考えると、六、七万円安いという状況があって、

今の介護報酬を上げたからといって、6,000円上げ

たからといって、それで簡単に済むものではない

のだという声がありますよね。 

今回の処遇改善加算、これが手厚い設定だとい

うところでいうと、どれだけの賃金が上がると考

えるといいのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 訪問介護に関する処遇

改善でございますけれども、先般申し上げた6,000

円ということですよね。あと、訪問介護の処遇改

善加算でいきますと、従来、最高で22.4％の加算

率だったということが、今回新たに改定になりま

して、最大とりますと24.5％、プラス2.1％の改定

率となっております。 

報酬改定につきましては、基本報酬が下げられ

たことにつきましては、当然首都圏と地方の事業

所運営に差があると認識しておりまして、厳しい

改定という声は当然お聞きしております。 

先ほど、処遇改善加算が厚く設定されたことか

らということでございますが、事務所の経営とい

たしましては、ヘルパーの人員確保を進めまして、

サービス提供者を増やしていくことが経営の安定

化につながるということでございますが、今回、

今年度から取組を行います人材確保への取組と併

せて、事業所と共同して、まずは人材確保に努め

ていきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 人を増やせば、処遇改善につな

がるのは、当然そこはあると思います。 

ただ、賃金が安いというのが一番の問題なのか

なと私は思っているのですが、事業所から、報酬

を下げるということについてどういう声が届いて

いるかとか、そういうのはないのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 事業所からの声でござ

いますけれども、当然厳しい改定ですということ

は、お声としてはお聞きしております。 

今後、事業所の経営状況につきましては、今回

第９期の計画策定時に調査を行っているところで

ございますけれども、今回の改定の影響につきま

しても、適宜現場のお声を聞くために実態調査を

行っていきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 しっかり現場の声を聞いていた

だきたいと思います。 

ただ、介護報酬を上げていくと、またそれに

よって介護料が上がってしまうという問題がどう

してもそこにはありますよね。要は、介護保険事
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業をしっかり支えていくためには、今回の介護報

酬の引下げを撤回するよう求める声も必要でしょ

うが、併せて国のほうに、国の負担を増やせとい

う声を上げていく必要があると思いますが、いか

がですか。 

○小西正敏介護福祉課長 委員御指摘のとおり、

サービス給付費が増えていくと、おのずと保険料

が上がっていくということはございます。保険制

度でございますので、どうしてもそういう面はご

ざいます。 

制度につきましては、いろいろな今回の処遇の

ことにつきまして、報酬改定のことにつきまして

も、市長会を通じていろいろ意見を申し上げてい

きたいと思いますし、当市といたしましては、や

はり介護予防を進めていくということで、介護予

防につきましても保険料が充当されているもので

ございますから、そういった取組を進めて、より

重度化しないような取組をして、保険料の給付が

大きく伸びないように進めていきたいと考えてお

ります。 

○村椿敏章委員 そうですね。介護予防を進める

というのは、一番大事だと思います。 

ぜひ、そこはやっていってほしいのですが、先

ほど言ったように、制度自体にかなり問題がある

わけですから、そこは市のほうもしっかりと声を

上げていくべきですし、全国市長会を通じてとか

そういうのはあると思いますけれども、しっかり

と意思を表明していっていただきたいなと思いま

す。 

また、今回の議案第12号についてなのですが、

前回若干議論をさせてもらってはいますけれども、

再度確認させていただきたいのですけれども、今

現在、基金が幾らあるのか伺いたいと思います。 

○小西正敏介護福祉課長 令和５年度の基金の見

込額は３億円となっております。 

○村椿敏章委員 それでは、今回介護保険料は、

収入の低い人の介護保険料は下げるということが

あったのと、また中間層についてはそのままの保

険料だということです。 

ただ、３億円のうち、今回基金を１億5,000万円

だったかなと思うのですが、投入して、上がらな

いようにしたのだと受け止めますけれども、今の

物価高騰の中で、幾らかでも高齢者を支えていく

というところでいえば、さらに基金を投入して下

げるという考えにしていく必要があったのではな

いのかなと思うのですが、いかがですか。 

○小西正敏介護福祉課長 先ほどの基金の投入額

につきましては、１億4,000万円ということを予定

して組んでいるところでございます。 

保険料につきましては、標準額が第８期と同額

の5,799円ということでございますが、先ほどお話

いただきましたとおり、今回国のほうで所得再分

配機能ということで、高額所得者の区分を新たに

増やして、そこに多く負担いただいて、第１階層

から第３階層、その負担を下げるという形の制度

改正になっております。 

我々も、当然のごとくそういったことを同様に

取り組みますので、１階層から３階層につきまし

ては、金額は下がると。当然基金を多く入れれば、

保険料は下がることにはなりますけれども、一定

額の基金を残すような形で、当然、今後高齢者の

人口の増加、認定の方が増えたりとか、サービス

を使われる方が増えていくという世の中の網走市

の流れもと同じようになっておりますので、そう

いったことを踏まえますと、今保険料を下げると

今度また上がってしまうとかといったことも考え

られるものですから、まずは今回１から３の階層

が下がったということで御理解いただければと思

います。 

○村椿敏章委員 やっぱり介護保険料が高いとい

うところは、認定を受けないと介護を受けられな

いという状況ですから、今認定率が16.何％でした

か、だと思うのですけれども、それ以外の人たち

は、もう保険料を収めるだけという状況で、その

部分が高くて払うのは大変だと。体は何とか維持

できているけれども、お金のほうが大変だと。 

ですから、そういう部分でいったら、介護保険

を受けられない人に対しても配慮が必要なのでは

ないのかなと思うのですがいかがですか。 

○小西正敏介護福祉課長 介護保険制度が受けら

れない、認定を受けられない方ということでござ

いますが、やはり保険制度でございますから、当

然介護認定まで至らない方が、介護サービスを受

けるということは必要がない方ということに医療

がないのと同じことで、やはりそこは給付という

ことにはならないのかなと。認定を受けるという

ことにもならないと思いますので。 

その中で、介護予防活動に関しても、当然保険

料が充てられております。先ほど申し上げたよう

ないろいろな介護予防、また、らくらく健康ト
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レーニングとか高齢者ふれあいの家とか、そう

いったことにも保険料が充てられているものでご

ざいますから、こういった介護予防のことを通じ

て、皆様方に一定程度のサービスが入っているも

のと考えております。 

○村椿敏章委員 それも一理はありますね。 

ただ、利用できないで、保険料だけ払うという、

それが保険だといったらそれまででしょうけれど

も、１回も介護利用ができないで亡くなっていく

方もたくさんいると思います。 

ここは、ぜひ国に改善を求めて、国の負担を増

やせば、ここには至らないようになるわけですか

ら、今の国の負担はあまりにも安過ぎる。そこは

しっかりと声を上げていただきたいと思います。 

次の……。 

○井戸達也委員長 村椿委員、次の質問に入る前

に、ここで暫時休憩といたします。 

再会は、11時10分といたします。 

午前11時01分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 村椿委員の質疑の途中ですが、介護福祉課より

答弁を求められておりますので許可いたします。 

 介護福祉課長。 

○小西正敏介護福祉課長 先ほどの深津委員の質

問に対する答弁の中で、地域包括支援センターの

予防プランの件数でございますが、私、各包括

1,000件程度とお答えさせていただきましたけれど

も、こちらの件数は、チェックリストで事業対象

者となっている方々の件数でございまして、それ

に加えまして、要支援１、２の方に対するプラン

もございます。両方を合わせますと、各包括支援

センター2,500件程度のプランの件数を行っている

ところでございます。 

おわび申し上げます。 

○井戸達也委員長 それでは、村椿委員の質疑を

受けます。 

村椿委員。 

○村椿敏章委員 次に、企業会計に移りたいと思

います。 

まず、水道事業会計の収入ですけれども、資本

的収入のほうに出資金がなくなっています。これ

はどうしてなのか、伺いたいと思います。 

○佐々木修司営業経営課長 出資金の御質問です

が、一般会計から出資していただいて、一般会計

出資債を借り、水道事業会計のほうに出資してい

ただいているというような中身でして、一般会計

出資債が、令和５年度までの時限措置として国の

ほうで当初されておりまして、その関係もあり、

令和６年度当初予算には計上していないというこ

とでありますが、その後、最近になりまして国の

ほうから情報の提供がありまして、対象の事業費

の算定方法を変更した上で、５年間、令和６年度

より延長する方向だということで情報の提供を受

けております。 

現在のところ、算定方法、または使用する数値

などの詳細が示されていないため、現状で網走市

の措置の流用が該当するかどうか、それから出資

の対象額がどの程度になるのかというのが、現状、

算定ができない状況になっています。 

新年度開始後に国のほうから新たに基準が示さ

れることとなりますので、正式な通知が届きまし

たら、内容を確認いたしまして、該当する場合に

は一般会計のほうに出資についての要望をさせて

いただいて、了承をいただいた場合には、補正予

算案という形でお示ししたいなと、お諮りしたい

なというふうに考えております。 

○村椿敏章委員 昨年でいえば、出資債のほうで

きているのが9,000万円ほどあったと思うのですが、

これがなくなった場合、経営としてはやっぱり少

し厳しくなるのではないのかなと思うのですが、

その影響はどんなふうに考えられますか。 

○佐々木修司営業経営課長 出資をしていただけ

れば、その分は企業債を起こさなくて、借入れし

なくていいという状況になりますので、その分の

管理についてはいい影響を及ぼすものというふう

に考えておりますので、今年で言いますと9,300万

円、それがなくなれば、その分の償還期間に応じ

た負担を各年度で負担するという形になっており

ます。 

○村椿敏章委員 今回の予算書の８ページのとこ

ろが資本的収入と支出の部分なのですけれども、

今回、企業債が５億6,100万円、そして１億9,100

万円の補助金があると。ですから、５億6,100万円

から１億9,100万円を引いて、さらに昨年でいえば

9,300万円があると。それを計算したら２億7,700

万円になるのです。 

その右側の支出の部分でいうと、企業債の償還
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金が３億4,200万円ですから、要は、9,300万円あ

るかないかで、償還額が、借金が少しずつ減って

いくということにつながっていくと思うのですよ

ね。償還金よりも企業債とかが入って、その分、

借りなければいけないという部分が減るわけです

から、ここの部分の9,300万円は、要は、プラスに

なるかマイナスになるかというところで、かなり

大事なところなのではないのかなと思います。 

以前、導水管の布設替えについては、要は、国

からの補助金を要望していた時期があって、それ

が実現して、今の補助金１億9,100万円という形に

はなっていっていると思う。併せて今の出資金と

いうふうになっていっていると思うので、ぜひ国

に対しても、そういう方針を持っているというの

では期待したいというところはありますけれども、

導水管を入れ替えていくという部分からしたら、

もう少し国のほうにも働きかけが必要なのかなと

いうふうに思うのですけれども、どうでしょうか。 

○佐々木修司営業経営課長 今回の出資債につき

ましては、国のほうで正式な通知は来ていません

が、延長しますというふうにおっしゃっておりま

すので、４月以降、金額はわかりませんが、該当

する分は幾らかでも出てくるだろうという予測で

おりますし、制度的には、延長されたので歓迎す

べきことかなと思っております。 

その他、財源で使えるようなものがありました

ら積極的に使ってまいりたいというふうには考え

ておりますが、今のところ補助金と出資債という

ところになっております。 

○村椿敏章委員 この出資債を活用している自治

体も、ほかにも多々あると思うので、そういう自

治体とかとも連絡を取り合いながら、皆で声を出

していくというのもいいのかなと思います。それ

については、ぜひ検討してもらえればなという程

度です。 

次に、導水管の事業ですけれども、今年の導水

管の事業内容はどのような内容か、伺いたいと思

います。 

○木村篤史上水道課長 導水管更新事業の令和６

年度の事業内容について御説明いたします。 

令和６年度の事業内容としましては、中園地区、

現在整備を進めていますけれども、同じく中園地

区におきまして、第１・第３水源系、そして第２

水源系の導水管をそれぞれ延長約1.5キロメートル

ずつ整備する予定でございます。 

そのほか、令和７年度の工事に使用する水道用

の鋼管3.8キロメートルを購入、令和７年度以降に

施工する区間の現地測量と設計、それから、既に

新規管への切替えが完了しております稲富・東藻

琴西倉地区におきまして、未使用となった廃止管

の撤去工事、こちらのほうを予定しております。 

○村椿敏章委員 了解しました。 

あと、配水管布設替えと、それから配水管布設

についても、どのような内容なのか伺いたいと思

います。 

○木村篤史上水道課長 まず、配水管布設替事業

についてございますけれども、道路工事に合わせ

て効果的に布設替えを行う予定箇所といたしまし

て、南東地区で１路線、駒場地区で１路線、それ

から向陽ヶ丘地区で１路線、字潮見地区で２路線

を計画しております。合計４地区５路線におきま

して、延長680メートルの配水管を布設替えする計

画でございます。 

それから、漏水防止対策で布設替えを行う区間

としましては、駒場地区で１路線、潮見地区で１

路線、天都山地区で１路線の布設替えを計画して

おりまして、延長630メートルの配水管を布設替え

する予定です。 

そのほか、水圧改善を目的とした管渠整備を駒

場地区で行う予定となっております。 

続きまして、配水管布設事業についてでござい

ますけれども、配水管布設事業につきましては、

現在、配水管が布設されていない地区において配

水管を整備するもののほか、道路整備に合わせて

新たに配水管を整備するもの、配水系統の変更に

よる布設など、計画上必要な箇所へ整備を行う事

業でございます。 

令和６年度につきましては、配水系統を変更す

るための整備といたしまして、字大曲地区におき

まして、延長200メートルの整備を計画しておりま

す。 

○村椿敏章委員 字大曲で配水系統の変更の布設

工事200メートル。これは、天都山のほうから入っ

てくる管ですかね。あと何年くらいで、ここはや

れそうなのですかね。 

○木村篤史上水道課長 先ほど説明いたしました

配水管布設における字大曲地区なのですけれども、

まず、こちらの地区の供給、網走監獄博物館から

国道に向かって住宅地のほうに水を供給している

ところなのですけれども、もともと地域の方が活
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用していた施設を市のほうが帰属を受けまして、

それを今現在使用しているものなのですが、結構

老朽化が目立ってきていると。なおかつ、配水管

の入っている経路が道路に入っているわけではな

くて、今の北の暖暖の向かいの山林、こちらのほ

うを経由して各家庭のほうに配っているものでご

ざいまして、そちらの管が仮に老朽した場合です

とかといった場合は、重機が入ることもちょっと

困難なところなので、かなり維持管理に支障が出

るということもありまして、まずは、その経路を

変更するために、網走監獄博物館の前の道路上に

入れていくといった内容で整備を予定しておりま

す。 

○村椿敏章委員 見通しとしては、まだちょっと

先のほうかもしれないですね。 

○木村篤史上水道課長 見通し、何年後かという

ところだと思うのですけれども、今のところ山林

を通らないで経路を変更する年数としましては、

令和６年度以降、あと２か年程度かかるかなとい

うふうに思っております。 

○村椿敏章委員 わかりました。よろしくお願い

いたします。 

すみません、配水管に行ってしまったのですけ

れども、導水管は、あと何年くらいで完成する予

定なのですかね。 

○木村篤史上水道課長 導水管事業の今後のスケ

ジュールといいますか、何年後までかかるかとい

うところだったかと思いますけれども、今現在、

中園地区のほうの整備を行っているわけでござい

ますけれども、そちらは令和８年度までに豊郷地

区まで布設をして、切替えを令和９年度に予定し

ております。その後、第３区間に置いています豊

郷地区から字潮見地区を令和12年度までに整備す

る予定。それから、最終的に最終区間としており

ます網走市街地と水源地付近、こちらを最終区間

としておりますが、そちらの全区間の更新が完了

する最終年度としましては、令和18年度を目標と

しているところでございます。 

○村椿敏章委員 まだ十二、三年かかるのですね。

今、地震で水が出ないという状況がありますから、

早急にしていただきたいというところですけれど

も、しっかりとやっていただきたいと思います。 

次に、下水道事業に移りたいと思います。 

下水道事業、圧送管ですね、呼人からの圧送管

２条にするという計画があったと思うのですが、

そこについて、あと何年くらいでつながっていく

予定なのか。工事についての課題はどんなことか

伺いたいと思います。 

○中村昭彦下水道課長 呼人幹線の圧送管事業に

ついてのことだと思います。 

今、湖荘前の部分を施工しておりまして、2.1キ

ロほど布設を終えております。今後は、元観光ホ

テル前までが令和８年度までに終える予定をして

います。残り、大曲地区までの2.5キロについては、

一応５年後、令和13年度までに終える予定をして

おります。 

○村椿敏章委員 令和13年ですか。結構かかるの

ですね。まだ７年くらいかかるということですね。

わかりました。なるべく、これも早く完成して

いっていただきたいなと思います。 

次に、簡易水道事業ですけれども、今回施設費

が増えています。1,300万円ほどだったかな。何が

増えたのか伺いたいと思います。 

○木村篤史上水道課長 簡易水道事業の施設費の

増額理由についてでございますけれども、令和５

年度に比べて、機器更新工事が増えたことが主な

要因となっております。 

令和６年度に行う機器更新工事の内容としまし

ては、まず、能取地区でポンプの附属施設となっ

ております圧力タンクという機器、こちらのほう

の更新を予定しております。中央地区では、配水

池の水位を測定する水位計、それから塩素を注入

する次亜注入機、それから塩素濃度を測定する残

留塩素計、こちらの機器を更新する予定でござい

ます。 

これらの更新で2,490万円を見込んでおりまして、

それが前年度から施設費が1,510万円増額となって

いる理由でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。理解しました。

こちらのほうも計画的な更新をお願いしたいと思

います。 

最後に、国民健康保険会計について伺いたいと

思います。 

令和６年度の保険料率の見込みについて、これ

について道が進める広域化によって保険料率を令

和12年に向けて統一化する方針だということなの

ですが、今年度も上げていく予定なのかどうなの

か伺いたいと思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和６年度の保険料

率についてですが、令和５年度の所得の確定後、
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被保険者数、世帯数を基にしまして、５月に開催

予定の網走市の国民健康保険事業の運営に関する

協議会の審議を経まして決めていくことから、現

時点で料率をお示しすることはできないことと

なっております。 

なお、予算で保険料の算出方法について御説明

させていただきますと、まず、歳出となる北海道

への納付金から歳入となる道の支出金、一般会計

繰入金を差し引きまして、まず保険料の大体のも

のの必要量を算定いたします。令和５年度の保険

料を基にしまして、現年度滞納繰越分を合わせま

して、令和６年度分の必要量としまして、保険料

が約８億9,000万円と見込みまして、それ以外で不

足するものにつきまして、国保の準備金の積立金

を一部充てるということで予算を計上しておりま

す。  

○村椿敏章委員 今、国保運営協議会が５月に開

かれるということですけれども、要は、ここで決

めないと今はなかなか答えられるものではないで

すよというところなのですが、予算を今審査して

いるところですから、見通しというのですかね、

その辺については、代表質問の中の回答の中でも

上げていくというような考えを言っていたと思う

のですが、そこについて答えていただければ。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 具体的な保険料の率

は、先ほどしたとおり、お伝えすることはできな

いのですが、今、道から示されている標準保険料

率との差はどうしてもありますので、段階的に保

険料を見直して、基金も活用しながら、保険者の

急激な負担にならないよう上げていくようなこと

になるとは考えております。 

○村椿敏章委員 現在、北海道の示す標準保険料

率が幾らで、市の今の保険料率が幾らか示してく

ださい。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 今回、道から示され

た令和６年度の網走市の標準保険料率は、所得割

が合計で13.30％、均等割が４万5,828円、平等割

が４万4,357円です。 

現在、網走市の保険料率は、所得割が10.50％、

均等割が４万9,000円、平等割が３万7,500円に

なっておりますので、差としましては、所得割が

プラス2.8％、均等割がマイナス3,172円、平等割

がプラス6,857円となっております。 

なお、この率は予算用の仮算定でございますの

で、本算定では若干下がる可能性がございます。 

○村椿敏章委員 かなり差はありますが、やはり

北海道の示す標準保険料率が、そこに合わせてい

かないと保険が成り立たないということなのだと

思うのですけれども、今回北海道の料金の統一化

というのは、代表質問で言ったように、大阪、奈

良などに続いて北海道が６番目に手を挙げている

という状況なのですよね。そこについて、この間、

北海道と市とで協議を進めてきたのだとは思いま

すが、市民はこうして上がっていくということに

ついては一向に知らない状況なのではないのかな

と思います。これをしっかりと知らせる必要があ

ると思うのですけれども、そこについて伺いたい

と思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 代表質問でもお答え

したのですけれども、令和12年が統一保険料の期

限になっておりますので、まだそこまで期間があ

りますので、まだ料率も出ていない中で、市民の

方に具体的な数値をあげますと不安になったりと

いうこともありますので、具体的な数字ではなく、

北海道の統一保険料の目的とか趣旨とかを今後ど

のような形でわかりやすく説明していくかという

ことは考えていきたいと思っております。 

○村椿敏章委員 不安になるという、ただそれを

言わないほうがかえって不安なのではないのかな

と思うのですけれども、行政はしっかりその辺を

ちゃんと示していくべきだと思います。情報は市

民に返していく必要があると思います。それを方

針として、こういう方針ですよというのを伝えて

いく必要は、当然あると思います。ですから、不

安に陥るのではないかというところで、市のほう

で勝手に考えるのはちょっと問題なのではないの

かなと思います。 

検討していくという話ですけれども、来年度、

その辺を示していくという考えは持っているので

しょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和12年の統一の保

険料、先ほども申したとおり、まだ決まっており

ませんので、その辺りをお伝えすることは難しい

と思いますが、現在の網走市の標準保険料率とか、

全道の状況とかは伝えていきたいとは思っており

ます。 

○村椿敏章委員 しっかりと伝えていってほしい

と思います。 

やはり今の国保会計は、国の支援が足りな過ぎ

る。全国知事会のほうでも資金投入を年間１兆円
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するよう求めていると思いますが、そういう声を

上げていくのをもっと強めていくべきだと思うの

ですけれども、どうでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 これまでも、市長会

を通して、こちらの要望とか上げておりますので、

引き続きこちらのほうも続けていきたいと思って

おります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

そして、今、国保の準備基金は、現在幾らある

のか伺いたいと思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 基金のほうは、今２

億7,461万円となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

昨年、国保準備金を上げたときには、国保準備

金を幾らか使っていますか、伺います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和５年の予算でも、

基金のほうは一応予算計上しておりますので、取

り崩す方向ではございます。 

○村椿敏章委員 それが幾らというのは、まだわ

からないのですね。これからということですね、

わかりました。 

今回のやつでいくと、基金を幾らか入れていた

かと思いますが、幾らでしたか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和６年度の予算と

しましては、繰入れ予定としまして5,676万3,000

円を予定しております。 

○村椿敏章委員 5,676万円なのですけれども、前

回上げるときに、この基金をなかなか使うわけに

はいかないというような話もあったのですよね。

やはり基金を使いながら、国保料を上げないとい

う方策も当然取るべきだと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 料率を上げないとい

うのは、かなり難しいお話だと思いますので、先

ほども述べたとおり、基金を使いながら急激な負

担にならないよう、今後も考えていきたいと思っ

ております。 

○村椿敏章委員 ぜひ、先ほど言ったように、北

海道の示す方針、本当に全国で６番目ですからね。

ほかの県はそんなに急いでいないわけですよ。で

すから、北海道もそこまで急ぐ必要もないのでは

ないのかなと。そこは声を上げて、今の道民、市

民の生活を守れというところを、声を上げていっ

てほしいなと思います。 

それで、上げない取組としては、要は、医療費

のほうの支出を下げるということになると思うの

ですが、その取組として健診助成事業があると思

うのですけれども、今回1,906万円と増えているの

ですが、何が変わってきているのか伺いたいと思

います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 今回、人間ドックの

ほうを助成しているのですが、そちらの対象年齢

を40歳から64歳まででしたが、40歳から74歳まで

に拡大したことによります。 

○村椿敏章委員 今まで74歳までいってなかった

のですね。大事ですね、これね。いいと思います。

重症化を防ぐためにも大事だと思います。 

次に、特定健診の事業について、受診率の実績、

また国の受診率、道の受診率と比べてどういう状

況なのか伺いたいと思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 受診率の実績ですが、

令和４年度のお話をさせていただきます。 

市は、令和４年度は26.6％、道は29.7％、市と

の差がプラス3.1％。国の方は37.5％ですので、差

は10.9％となっております。 

○村椿敏章委員 国との受診率の差が大きいとい

うのがあると思うのですが、この原因は何になる

のでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 なかなかこちらの分

析も難しいところはあるのですが、地域性という

ものもございまして、北海道全体が低い形になっ

ておりますので、北海道全体を上げていくという

ことも必要だと思います。あと、やはり若年の方

が受けていない印象はございます。 

○村椿敏章委員 そうですね、若い人が少ないと

いう状況。若い人は何％くらいなのですか。わか

らないですかね。わかりました。すみません。 

ぜひ、自分が行ってというのもあると思います

が、誘い合ってという話もあったほうがいいので

はないのかな。私も、母親に勧めたこともありま

すけれども、そうやって声を掛け合うというのも

大事なのかな。そういうものをお知らせに入れる

のもいいのではないですか。ぜひ検討してもらえ

たらなと思います。 

次、令和５年度の国保料の引上げによる影響は

どうであったか、伺いたいと思います。わかりま

すかね。例えば資格証、短期証の発行数など。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 保険料の引上げに関

して、特にお問合せ等多数あったとかということ

はございません。あと、短期証も増えたというこ
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ともないような形になっております。 

○村椿敏章委員 影響は少なかったというふうに

捉えればいいということですね。 

ただ、国保料が高くて大変だという人もいます

から、増えたということはないということは、去

年並みに資格証、短期証が発行されているという

ふうに考えていいのでしょうかね。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 去年の同時期と比べ

まして、短期証のほうは、去年は187件、今回162

件になっておりまして、マイナス25件になってお

ります。資格証のほうは、去年は16件、今回18件、

プラス２件になっています。トータルとしまして

は203件、今年が108件になっていますので、マイ

ナス23件となっております。 

○村椿敏章委員 市のほうも努力されているかと

思います。 

差押えの件数はわかりますか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 差押えの実績としま

して、令和５年12月ですが、47件差押えの状況と

なっております。 

○村椿敏章委員 かなりやっぱりありますね。そ

の差押えもやっぱり問題あると思います。 

もう一つちょっとお聞きしたかったのが、負担

金の、要は、減額制度があると思うのですけれど

も、この申請が少ないという話がありまして、網

走市で、この負担金の減額制度を利用されている

方は何件あるのか、伺いたいと思うのですが。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 一部負担金減免のお

話だと思いますが、令和４年度の実績はゼロ件と

いうことで、令和３年に１件あったという程度で

ほとんど少ないような形になっております。 

○村椿敏章委員 この負担金の減額制度は、災害

に遭って収入がなくなったとか、あとは仕事を

失ってとか、そういうところも当然あると思うの

ですけれども、往々にしてあることだと思うので

す。だけれども、それが令和４年度ゼロ件、令和

３年度はたった１件というところでいったら、非

常に少ないのではないかと思います。 

北海道全体でも非常に少ないということで、私

たち日本共産党の議員団は、道の議員団は、これ

をもっとお知らせするべきだと。そういう制度が

ちゃんとあるわけですから、困っている人たちに

寄り添えるような制度をもっと運用すべきだと思

いますが、いかがでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 こちらのほうの制度、

ホームページなどにも掲載して周知しております

し、窓口に御相談に来たときにお話しさせていた

だくのですが、やはり預貯金とかも関係してくる

ものですから、なかなかその時点でということは

難しいのです。 

あと、そこまで生活困窮しておりましたら、や

はり生活保護のほうにもつなげるような形のこと

にもなってきますので、いろいろとトータル的な

お話をさせていただいて、減免よりも御本人がよ

りよい形の制度になるような形で、庁内でつなげ

ていっているような形になっております。 

○村椿敏章委員 そういうふうにつながっていた

というところですね、そこは理解しました。 

そして、ホームページなどにも出しているとい

うことなのですが、お知らせの中にも当然これは

書かれているというふうに押さえればいいですね。

了解しました。 

とにかく、この国保制度、国の支援をもっと増

やさなければ、とんでもないことになってしまい

ますというか、医療保険が崩れてしまいかねない

ということなので、しっかりと市民のほうに寄り

添った国保運営をお願いしたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。

永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、予算書の163ページ、

今質問もありましたけれども、受診率向上支援等

共同事業負担金についてお伺いいたします。 

この事業ですけれども、ナッジ理論とＡＩを活

用した受診勧奨ということで、北海道国保連が行

う受診率向上支援等の共同事業に当市も参加して

いるもので、補助率10分の10で、市からの手出し

はゼロということで間違いなかったでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 こちらの事業、基本

的には10、10の補助率なのですが、一部対象経費

外の経緯がありまして、そちらのほうは一般会計

の繰入金となっております。 

○永本浩子委員 一部手出しがあるということで、

それは前からそうだったのでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 今回、令和６年度か

ら始める特定保健指導のリモート事業がありまし

て、そちらのほうの委託料が一部対象外となった

ことから、令和６年度からということになります。 

○永本浩子委員 それでは、これまでは手出しゼ

ロだったのが、新年度からちょっと手出しがある
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ということで、金額的にはどれくらいになるので

しょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 対象外の経費としま

しては、85万3,000円を予定しております。 

○永本浩子委員 かなり小額で済むということか

と思います。 

この事業なのですけれども、昨年が729万5,000

円だったのが、令和６年、561万7,000円というこ

とで、かなり減額になっているのですけれども、

その理由は、どういったところにあるのでしょう

か。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 減額の理由につきま

しては、本年度策定いたしますデータヘルス計画

のデータ分析などの策定の費用が減額になったと

いうことになっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

先ほど、村椿委員の質問の中で数字が出ました

けれども、この事業自体は、令和２年からの事業

だったと思いますので、もう一度ちょっと令和２

年からの特定健診受診率の推移をお伺いしたいと

思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和２年度からの特

定健診の受診率のほうを御説明させていただきま

す。 

市の数値としましては、令和２年度が24.4％、

令和３年度が24.0％、令和４年度が26.6％。道の

ほうは、令和２年度が 27.0％、令和３年度が

27.9％、令和４年度が29.7％。国のほうは、令和

２年度が33.7％、令和３年度が36.4％、令和４年

度が37.5％となっております。 

○永本浩子委員 多分コロナの影響もあって、令

和４年からは、市も、道も、国のほうも、少し伸

びてきているという状況なのかと思います。 

この数字を見ると、令和４年は少し上がっては

きておりますけれども、この事業の受診率向上に

対する効果は少し見えてきているというふうに判

断しているのでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 委託を始めたのが令

和２年でありまして、先ほどおっしゃっていただ

いたとおり、コロナの関係で受診控えもあり、ど

この市町村も下がっているのですが、網走市では

0.4％と、少し逆に上がったという形になっており

ます。その後も年度によって差はありますが激減

ということはありませんので、事業の効果は出て

いるのかなと思っております。 

ちなみに、全道的にも、令和元年から４年にか

けて、共同事業を委託した市町村では、受診率の

増減が平均でプラス1.0なのですが、委託していな

い市町村のほうはマイナス0.6％ということになっ

たという報告も受けておりますので、全道的にも

効果があったと思っております。 

○永本浩子委員 やっぱりやった分は、少し効果

が出ているということで。 

去年10月に、兵庫県淡路市を視察してきまして、

このナッジ理論とＡＩを活用した受診勧奨という

ことで、淡路市は、もともと意識が高いのか

38.8％という高受診率、それがさらに、この取組

で43.5％に上がったということで、この取組だけ

ではないかもしれないのですけれども、かなり取

組自体としては期待ができる取組なのかなとは

思っているところなのですけれども。 

淡路市では、年に２回、国保の男性とか奇数年

齢の女性、偶数年齢の女性、国保以外の女性など、

違うパターンで特定健診やがん検診の勧奨通知を

送って市の検証も行っているということでしたけ

れども、うちの市は、国保に限っての取組なのか

と思いますが、網走市の取組のちょっと違いを教

えていただければと思います。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和５年の網走市の

取組としましては、まず一つ、保健センターでの

ミニドックの期間中に勧奨はがきを２回送ってお

ります。秋のミニドックにかけては、７種類にＡ

Ｉとかで分けました勧奨はがき、冬は通常の勧奨

はがきと、かかりつけの医療機関名を記入したは

がきを送っております。 

あと、医療機関設置用に特定健診受診を勧奨す

るチラシを作りまして、各医療機関に配布した形

になっております。あと、みなし健診の対象者へ

の勧奨の受診もしております。 

そのほかに、共同事業ではないのですが、受診

率向上という形で、30代のファスト健診の勧奨で

すとか、去年から保健センターで実施しているミ

ニドックのほうのコールセンターと24時間のウェ

ブ予約のほうも開始したような形になっておりま

す。 

○永本浩子委員 網走は、こういう医療機関ごと

のものとか、30代ファスト健診を行っているので、

それに特化したものとかもやっているということ

なのかと思います。 

淡路市のほうでは、受診勧奨する相手のパター
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ンをいろいろと種類分けをして、それに合わせた

はがきを送るという形で、のんびりやさんタイプ

だとか、健康に少し関心を持っているタイプだと

かという形で分けていましたけれども、網走市も

そういった形のパターン分けを行っているという

ことでよろしいでしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 先ほどの秋のミニ

ドックのときの７種類のタイプなのですが、一応

７種類のタイプが、頑張りやさんタイプ、心配症

さん、甘えん坊さん、面倒くさがりさん、レセプ

トなしで健診の履歴がない、レセプトはあります

けれども健診の履歴がない、前年度国保の加入者

向け、ということの７種類をうちのほうでは出し

ております。 

○永本浩子委員 そういったパターン分けは、ほ

ぼ淡路市と同じかなと思っております。それがも

う少し効果が出てくれば、本当にうれしいところ

だなと思うところですけれども、ぜひ国保以外の

ほうとも一緒に事業が得られるような方向に持っ

ていっていただければと思うところです。 

今回は、国保に関する質問ですので、そのとこ

ろは、別の機会に行いたいと思います。 

また、診療機関を訪問して医師などからの声か

けのお願いに以前は行っていただいて、少し成果

が上がっていた部分もあったかと思いますけれど

も、その点についてはどのようになっているので

しょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 医療機関の訪問を今

年度もさせていただきました。 

お話をさせていただいたところ、先生も事務の

方も、積極的に患者さんにお声かけをいただいて

いるというお話をいただいています。今年度訪問

の際、「受診率はどうなったか」という形で気にし

ていただける先生もいらっしゃいまして、「少し上

がりました」というお話をしましたら、一緒に喜

んでいただいたということもありました。 

訪問の際、事務の方が結構特定健診の受診の事

務に手間がかかるというお話がありましたので、

そちらのほうも、うちのほうで何かできることが

ないかということで一緒に考えていきたいとは

思っております。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。積極的

に動いていただいていて、ドクターのほうも、医

療機関のほうも、同じ思いで取り組んでいってい

ただければ、成果もきちんとまた少しずつ上がっ

てくるのかなと思います。 

今のお話の中で、事務の方の手間がかかるとい

うのは、みなし健診ということだったのでしょう

か。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 みなし健診もそうな

のですけれども、通常の特定健診も、書類を御本

人から預かったり、それを検査機関に送ったりと

いうのは、いろいろ事務がかかるというお話でし

た。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

それで、みなし健診のほうなのですけれども、

私も、手首を折ったときにかかっていた医療機関

に、みなし健診でお願いしたいと思ってわざわざ

いっぱい項目を書き込んで受付に持っていったら、

可能だとされていた医療機関だったのですけれど

も、ちょっと受けられないということだったので

すが、みなし健診の状況はどのようになっている

でしょうか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 みなし健診の実績と

しましては、令和３年度が１件、令和４年度が19

件、令和５年度現在、途中ですが６件ということ

になっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

ということで、令和６年の受診率の目標と今後

の取組についてお伺いいたします。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 令和６年度は、今年

度策定しますデータヘルス計画及び第４期特定健

康審査等実施計画において、目標値は28％として

おりますので、そちらのほうに向けて新たな取組、

これまでのはがきなどを通しても行いますし、今

年、特定健診の受診券を４月末に一斉発送してい

るのですけれども、そちらのほうをちょっと大き

めのＡ４判のブック型ということにしまして、よ

くダイレクトメールで入ってくるような大きいサ

イズにしまして、目を引いていただくという形で、

まず興味を持っていただくということを考えて、

そちらのほうを発送しようとしております。 

それ以外にも、先ほどもちらっとお話ししたと

おり、特定健診ではないのですが、特定保健指導

のほうでフルリモートを実施するということもし

まして、選択肢を増やすということも考えており

ます。 

あと、道の取組としまして、院外薬局の薬剤師

から特定健診の受診の声かけをしていただくとい

う薬局受診勧奨ということも道で取り組んでいた
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だけるということなので、全道を挙げて受診率の

向上に取り組んでいきたいと思っております。 

○永本浩子委員 様々な取組を考えていただいて

いるようですので、少しでも28％達成できるよう

にしていただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 永本委員の質疑の途中ですが、

ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 

再会は、午後１時といたします。 

午後０時05分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

質疑を続行いたします。 

永本委員の質疑から。 

永本委員。 

○永本浩子委員 それでは次に、213ページの短期

集中予防サービス事業の訪問型についてお伺いい

たします。 

今年度、86万2,000円から72万2,000円に減額に

なっておりますけれども、まずこの減額の理由を

お伺いいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 事業費の減額の理由で

ございますが、利用者の実績を踏まえ、積算人数

を令和５年度の12名相当から10名相当として積算

したことによるものでございます。 

○永本浩子委員 ちょっと人数が少なくなるので

はないかという予想かと思います。ちょっと確認

の意味も込めまして、事業の内容についても御説

明をお願いいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 事業の内容といたしま

しては、心身の状況等により、通所による事業へ

の参加が困難な高齢者を対象として、作業療法士

等の専門職が居宅を訪問し、生活機能に関する課

題を把握するとともに、社会参加に必要な指導型

の短期集中型サービスを提供するものでございま

す。 

○永本浩子委員 多分、通所はできなくて、でも

まだ要介護にもなっていなく、要支援１、２あた

りの方たちが対象になるのだと思うのですね。 

私、この事業がスタートしたときに、そういっ

たところに専門の知識を持っている作業療法士等

が行っていただけるとすごく、要するに、狭間に

ある人たちが、放っておくと要介護になる可能性

があり、でもそこに手を入れることによって、要

支援１、２から、要支援２が１になったり、１の

人が抜けることもできる、健康寿命を延ばすため

にも大事な事業だと思って期待していたわけなの

ですけれども、なかなか利用実績が伸びないので

はないのかなというのをちょっと心配していたと

ころですが、先ほど、令和５年が12名、令和６年

を10名に設定したということなのですけれども、

利用者の推移をもう一度お聞かせ願いますでしょ

うか。 

○小西正敏介護福祉課長 利用者の推移でござい

ますが、令和３年度は４名、令和４年度が２名、

令和５年度は、現在のところ３名の利用実績でご

ざいます。 

○永本浩子委員 かなり少ない実質の人数という

ことで、予算としては10名を見積もってというこ

とかと思うのですけれども、通所型に比べると、

訪問型がなかなか伸びない、むしろ４、２、３と

いうことで、低迷している要因はどういったとこ

ろにあるとお考えでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 訪問型なのですが、通

所型との違いなのですけれども、通所型は、通っ

て機能訓練ですね、筋力トレーニングも含めて、

もう少し元気な方というイメージですね。 

こちらについては、令和５年度は、後期高齢者

の健診受診者のデータを活用することによりまし

て、効率的な受診勧奨を進めることができまして、

令和４年度は５名だったのですけれども、今年現

在は12名と、利用者は大きく伸びたところでござ

います。 

対しまして、訪問型の当サービスにつきまして

は、地域包括支援センターのアセスメントにより

まして、その方がこういったサービスを必要とし

ているかどうかというところで選定することにな

ります。 

委員御指摘のとおり、より介護度が重い方につ

きましては、介護側のサービスを利用されること。

逆に軽い方につきましては、一般介護予防側の

サービスを利用されることが多いため、その狭間

にある当サービスの利用実績がやはり小さくなっ

ていた状況にございます。 

○永本浩子委員 狭間の人たちに、どう手を打っ

ていくかという、そこに手がまだまだ届いていな

いというのが現状なのかと思いますけれども、そ

れでも４名、２名、３名という方が利用していた

だいているわけで、利用してくださった方の評判
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とか効果等はどうなっているのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 こちらは、通所に対し

まして心理的に抵抗があられる方、または身体状

況によって通所がかなわない方にとっては必要と

されるサービスであるということは認識しており

ます。 

カリキュラムを終えられた方につきましては、

それぞれデイケアとか病院でのリハビリを継続さ

れたり、あとは、自宅でアドバイスをいただいた

ことを実践して運動を継続していることなどにつ

ながっているため、やはりこのサービス自体は必

要なサービスだと思っております。 

○永本浩子委員 ということは、受けた方にとっ

ては、自分の生活の質自体が落ちるわけではなく、

維持もしくは少しよくなっているという状況なの

だと思います。 

こういったことを、これから超高齢化時代を迎

えるわけで、そういったところにも手が届いてい

くということは、私としては大事な取組なのでは

ないかなと思っておりますけれども、今後の取組

としてはどのようにお考えでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 先ほど申し上げました

とおり、地域包括支援センターと連携しまして、

生活機能の低下が見られる方を把握するというこ

とが重要になってまいります。その中で、この

サービスも含めまして、介護予防サービスはいろ

いろございますので、その方に合ったサービスを

適切に提供できるように努めていきたいと考えて

おります。 

○永本浩子委員 地域包括支援センターに訪問を

していただいて、その方の状況を判断するアセス

メントをしていただける方にも、この事業の内容

をよく理解していただけることが重要なポイント

だと思います。せっかく作業療法士とかもいてく

ださるわけなので、もったいないなという思いで

いますので、また令和６年度は、利用者が増える

ように力を尽くしていただければと思います。 

続きまして、買物リハビリ事業についてお伺い

いたします。 

この事業の内容をもう一度御説明お願いいたし

ます。 

○小西正敏介護福祉課長 当事業でございますが、

買物を通じた身体機能の維持向上や、会話や計算

をすることによる脳の活性化を図る介護予防事業

といたしまして、商業施設への送迎と作業療法士

と専門職による現地での身体状況の把握、買物の

付き添い支援を提供するものでございます。 

また、当事業は、ボランティア団体の協力を得

まして、乗降介助や付き添い、見守りを行ってい

るものでございます。 

○永本浩子委員 これも本当に認知症予防にもな

りますし、とてもいい取組だと思っているのです

けれども、多分コロナとちょうどバッティングし

てしまって、最初、１台提供していただいて、そ

こに乗れる人数でスタートしたかと思いますけれ

ども、利用者の推移等はどのようになっているの

でしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 利用者の推移でござい

ますが、利用実人数で申し上げますと、令和３年

度は20人、令和４年度が18人、令和６年2月末で令

和５年度は18人となっております。 

また、利用延べ人数で申し上げますと、令和３

年度は289人、令和４年度は427人、令和５年度は

２月末時点で414人となっております。 

○永本浩子委員 そこそこの利用人数で推移して

いるかと思いますけれども、車両としては１台と

いうことなのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 送迎車両は、１台を活

用しているところでございます。 

○永本浩子委員 多分、利用されている方、喜ば

れているのではないかなと思うのですけれども、

利用者の声と効果については、どのように評価し

ていらっしゃいますか。 

○小西正敏介護福祉課長 利用者からは、「行動

範囲や歩くことが増えた」、「気持ちに張りができ

た」、「自分で商品を手にとって選ぶことができる」、

これが一番大きいところだと思うのですけれども、

そういったお声をいただいております。 

買物時や送迎車両の中では、グループの中で顔

見知りとなられた利用者同士の会話や笑い声も聞

くことができまして、交流という点でも非常にい

い効果かなと思っております。 

また、今回ボランティアも御参加いただいてい

ますので、「今日は何を作るの」みたいな会話をし

ながら一緒に買物に付き添っていただきますので、

そういった点でも、会話という点で非常によい効

果があると考えております。 

○永本浩子委員 本当に事業内容としてはとても

いいものかと思いますけれども、現在、車両１台

ということなのですけれども、今後この事業に使
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わせていただける車両等は、増やしていくという

計画はあるのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 当事業の送迎につきま

しては、網走市社会福祉協議会のほうに委託をし

て、送迎車両１台を運行して送迎を行っていると

ころです。 

送迎車両の増加等につきましては、やはり各事

業所の運行遊休車両ですね、そういったところも

ございますし、また専門職の派遣の回数等の問題

とか、あとボランティアとの調整など、いろいろ

な機関等の理解も含めまして協力体制を構築して

いく必要がございますので、今後も関係者と協議

を重ねまして、利用者のニーズも含めて、他事業

も含めて、介護予防の充実に努めてまいりたいと

考えております。 

○永本浩子委員 予算が変わっていないというこ

とは、令和６年度は増やす見込みはないのだろう

なということだと思うのですけれども、民間事業

者でも同じような取組をされていて、そちらも非

常に評判がいいようですが、そこも含めながら、

市としてももっと多くの人に利用していただける

ようになると効果的にもよい効果が得られるので

はないかと思いますので、協力していただける法

人等がありましたら、ぜひまた声かけしながら、

より多くの人に利用していただけるように取り組

んでいただきたいと思います。 

では、次に215ページの介護支援ボランティアポ

イント事業と、あと高齢者のふれあい支援事業を

併せてちょっとお伺いいたします。 

介護支援ボランティアポイント事業のほうのボ

ランティアの年代別の人数の推移をお伺いいたし

ます。 

○小西正敏介護福祉課長 ボランティア登録人数

の推移でございますが、令和３年度、470人、令和

４年度、488人、令和５年度につきましては517人

と、令和４年度と比べて29人増加しております。 

年代別でございますけれども、令和５年度の年

代別人数でございますが、40代が11人、50代が19

人、60代が59人、70代が226人、80代が185人、90

代が17人となっており、40歳以下は、いない状況

となっております。 

○永本浩子委員 介護支援ボランティアポイント

制度ですけれども、全国的に見ると50代、60代ぐ

らいの方を対象にということで、ボランティアを

する側の方たちにもボランティアを通して元気に

なっていただいて、元気な高齢者を増やしていこ

うという側面もあったかと思いますけれども、当

市におきましては、ボランティアの後継者も増や

していきたいという思いで40代からをスタートと

し、一昨年ですかね、10代、18歳代からの高校生

のボランティア等も募りたいということだったと

思いますけれども、そういった部分では、まだ若

いメンバーのボランティアは全くいないというこ

となのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 お話いただきましたと

おり、登録ボランティアが増えることで、例えば

高齢者ふれあいの家など地域における介護予防事

業の担い手の確保につながるということ、それが

後継者の育成にもつながると考えられるため、取

組を進めてまいりました。 

御指摘のとおり、若年層の参加で担い手確保を

つなげたいということで、令和４年度より対象年

齢を拡充いたしましたが、登録にはつながってい

ない状況です。 

若年層につきましては、社会福祉協議会に登録

している若年層ボランティアを含めて周知を図っ

てまいりましたが、高齢者ふれあいの家など、高

齢者の活動に関わるボランティアにつきましては、

平日の午前中開催がやはり中心となりまして、仕

事等を行っている若年層の生活実態となかなか合

わずマッチングしづらいため、現実的には登録に

つながりにくい状況がございます。 

○永本浩子委員 確かに仕事をしていると、なか

なかそういう時間帯は難しい部分があるのかなと

思います。 

ただ、例えば桂陽高校のボランティア部とかも

一生懸命取り組んでくださっている方たちが卒業

した後、こういったところでまた活躍していただ

ければうれしいというところは、話とかをしたこ

とはあるのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 桂陽高校の学生たちの

ボランティア部に活動いただいて、卒業された後

も、ヤングボランティア団体として社会福祉協議

会に御登録いただいております。 

我々もお話しを入れさせていただいて、こう

いった制度があるのですよということと、高齢者

の活動ということで一部でも御協力いただければ

ということでお話しをさせていただいてはいるの

ですけれども、やはり先ほど申し上げたような、

なかなか現実的に活動できないのに登録だけする
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というのも、若者の気持ちとしては、なかなかで

きないのに登録というところに抵抗があるという

ことで、そこまでなかなかつながらなかったとい

うのが現状でございます。 

○永本浩子委員 そういったところまでやってい

ただいているということは、確認させていただき

ました。 

それで、活動の中身なのですけれども、具体的

な中身を教えていただければと思います。 

○小西正敏介護福祉課長 活動の内容でございま

すが、介護予防事業への活動ということで、先ほ

ど申し上げた、ふれあいの家、らくらく健康ト

レーニング、ふまねっと運動など、こういった事

業等に関するサポートというお手伝いとして活動

いただいているものがございます。 

また、介護施設側でいきますと、お話し相手や

レクリエーションのお手伝いなどということで御

活動いただいている二本構えということになって

おります。 

○永本浩子委員 介護施設での話し相手とか、レ

クリエーションのときの補助的な部分とか、こう

いったところを少し若い人たちにも担っていただ

けると、例えば仕事のない土日とか、そういった

ときにやっていただけると、また、いい雰囲気も

出来上がるのではないかなと思いますけれども、

そういった点はいかがですか。 

○小西正敏介護福祉課長 こういった介護施設側

の受入れでございますけれども、実はここに新型

コロナウイルスの影響がございまして、５類移行

にはなりましたけれども、やはりまだ介護施設側

の受入れが慎重な状況でございます。 

実際に介護施設側のボランティアの受入れにつ

きましては、事業開始年度の平成31年度は10施設

受入れをしていただいていたのですけれども、現

在は４施設にとどまっている状況でございます。 

○永本浩子委員 確かにコロナがあって、特に介

護施設等は非常に慎重になっているのはよくわか

ります。 

今後の取組として、そういった状況も見据えな

がらですけれども、若い人たちも活躍できる場を

探りながら、状況が許すようになったら、そう

いったところも広げていけるように、ぜひ取り組

んでいただきたいと思います。 

また、応援券の使い道なのですけれども、どう

いったところに多く使われているようでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 ボランティア応援券で

ございますが、令和５年度の状況といたしまして

は、１月末までの利用実績となりますが、バス・

タクシー乗車料が68.6％、コミュニティセンター

や総合体育館等の施設利用料が23.6％、日帰り入

浴料が5.7％、網走監獄や美術館等の入館料が

2.1％となっております。 

○永本浩子委員 やはりバス・タクシーがかなり

多いのだなということを確認させていただきまし

た。 

今後の課題と取組ということなのですけれども、

どういったところにあるとお考えでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 今後、新しい登録者を

増やすため、社会福祉協議会の登録ボランティア

や市民に対し、引き続きこの制度の周知を行うと

ともに、若年層につきましては、先ほども申し上

げたようなお話も含めまして、生活支援体制整備

事業における各種イベントなどでの高齢者の活動

を知っていただくということ、それと併せて、当

事業をＰＲしていきたいと考えております。 

ボランティアの受け皿拡大につきましては、先

ほどの新型コロナウイルスの絡みもありますが、

介護施設のボランティア受入れ、まだ慎重ですけ

れども、今後、徐々に緩和されていくことも考え

られますので、施設側と受入れのタイミングにつ

いて協議を図っていきたいと考えております。 

いずれにいたしましても、生活支援体制整備事

業の推進によりまして、若年層の地域活動、支え

合い活動による意識の醸成を図ること、こういっ

たことによりまして、将来の担い手が育成される

と考えておりますので、粘り強く取り組んでまい

りたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういったところに力を

入れていただければと思います。 

年代的にも70代が一番多くて、80代、90代の方

もいらっしゃるということで、現実的には、登録

はしていても実質動けない状態の方の数も含まれ

てはいるかなと思いますけれども、70代が226名も

いらっしゃいますので、この方たちがこの後続け

ていただけるようでしたらボランティアのほうの

体制もしっかりと続いていくのかなと思いますの

で、若年層のほうにまた力を入れていただければ

と思います。 

また、先ほど、ふれあいの家のほうの質問もご

ざいましたけれども、ふれあいの家の後継者づく
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りが一番課題となっているところなのですけれど

も、運営側のふれあいの家の新規ボランティアと

いう方たちがどれくらいいて、どういった年代の

方なのか、その辺の数の推移も、わかれば教えて

いただければと思います。 

○小西正敏介護福祉課長 ふれあいの家に関する

新規ボランティアでございますが、介護支援ボラ

ンティアポイント制度が開始して以降、高齢者ふ

れあいの家におきましては、各年10名程度の新規

ボランティアを登録いただいているところです。 

具体的にいきますと、令和４年度の新規登録は

５団体で８名でありまして、内訳は70代が６名、

80代が２名となっています。令和５年度につきま

しては、新規登録は９団体で、人数は15名となっ

ておりまして、60代が２名、70代が11名、80代が

２名となっております。 

こうした結果から、高齢者の社会参加、地域貢

献の機会では、一定の進展が認められますが、先

ほど申し上げましたとおり、後継育成では課題の

解消に至っていないものと考えております。 

○永本浩子委員 60代の方も入ってくださって、

70代の方も入ってくださっていますけれども、な

かなか運営側が交代というところにまでは現実

いっていないのかなという状況かと思いますけれ

ども、ふれあいの家の数なのですが、数的には

減ってはいないのでしょうか。現在、幾つありま

すか。 

○小西正敏介護福祉課長 14団体で、増減はござ

いません。 

○永本浩子委員 その中で、特に運営側の高齢化

が課題になっている、ふれあいの家は、どれくら

いあるのでしょうか。 

○小西正敏介護福祉課長 高齢化を含めまして、

運営体制の相談があったというところでいきます

と、ここ２年間で４団体ございます。 

○永本浩子委員 先ほど、別の委員からも質問が

ありまして、そういう運営側の引き継ぎ、課題を

どうしていくかということで、担い手研修とかと

いった共通の課題等もほかの団体とも話し合って

いくようなお話もありましたけれども、代表質問

でも、質問の中に入れさせていただいたときに、

答弁の中に、体制自体の検討も必要かと思うとい

う内容もありましたけれども、この辺のところは

どのように考えているのか、お伺いいたします。 

○小西正敏介護福祉課長 開設から20年以上たっ

たということで、リーダーとなられる方が御高齢

になられて、よくありますのが、その方がずっと

頑張っていらっしゃるというところ、それは大変

すばらしいことではあるのですけれども、その方

からの次の時代の引き継ぎというところがうまく

いっているところと、実際にうまくいった団体も

ございます。 

ただ、なかなか進まないという団体もございま

すので、その辺りは、こういった団体の代表が退

いてもそこにいらっしゃって、できることをみん

なで一緒にやって次の世代を育てていくといった

観点も、うまくいきました団体のお話とかも入れ

ながら、そういった課題を共有する、運営の仕方

も含めて共有する仕組みをいろいろ情報提供も含

めて考えていきたいと思っております。 

○永本浩子委員 長い年月、一緒に運営を続けて

きて、ここのメンバーはとても仲もよく、ツー

カーでいろいろな話ができる。そこにまた新しい

人たちが入り込んで、徐々に交代していくという

のがなかなか難しい部分も人間関係的にもあるの

かなと思いますので、個々の対応もかなり必要に

なるかと思いますけれども、私としては、高齢者

ふれあいの家は網走にとってもとても大事な取組

だと思っておりますので、いい形で残していける

ように、これからもまた取組をお願いしたいと思

います。 

私のほうからは、以上で終わらせていただきま

す。 

○井戸達也委員長 では、次の質疑者、挙手願い

ます。 

 古都委員。 

○古都宣裕委員 水道事業会計について伺いたい

と思います。 

公営事業会計予算書について伺います。 

まず11ページ、人件費なのですけれども、給与

として、令和５年、同じ１名なのですけれども、

そこから今、労務単価が上がったと思うのですが、

ここがちょっと減っているということで、減った

理由は何なのでしょうか。 

○佐々木修司営業経営課長 11ページのところの

人件費ということです。 

職員数は、昨年度と同じなのですが、異動等あ

りまして、年齢による差で若干変動が出ているも

のでございます。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 
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次に、16ページに入ります。 

キャッシュ・フローの計算書を見ると、令和６

年度はちょっと厳しそうだなというので、フリー

キャッシュ・フローがなくなるというのはわかる

のですけれども、決算書を見ると、投資活動によ

る資産の増減は、例年いつも予算ではゼロなので

すけれども、決算のときには数字が入っていると

いう状況が続いているのですが、この内容はどう

いったものなのでしょうか。 

○佐々木修司営業経営課長 16ページのキャッ

シュ・フローの投資活動による資産の増減、負債

の増減の内容ということでございますが、これは

資本的収支のほうの未収金の増減と、同じく資本

的収支の未払金の増減がこちらに区分されており

ます。 

未収金については、工事負担金ですとか補助金

でありまして、年度によって収入のタイミングが

３月で終わらず、４月になってしまったりするも

のがあります。また、未払金については、工事費、

委託料等で、納期が３月末等のもので支払いが４

月になってしまうというものがほとんどでござい

まして、どちらも、その年によって発生、未発生

がありまして、当初で見通しを立てるのがなかな

か困難な性質のものであるということで、予算に

おきましては、年度内に完結、収入、支払いする

ものとしてゼロ円で算定しておりますが、結果と

して、決算で未収、未払いになったものについて、

決算時にそこに出てくるような形になります。 

○古都宣裕委員 基本的には、未収、未払いは生

じないものだというのでゼロ円にしているという

ことで理解させていただきますが、これを見ると、

令和５年度も、ここがあったとしてもちょっと厳

しいのかなというのが見えてきていて、利益とし

てはまだあるのでしょうけれども。 

ちなみに、基金は今どれくらいあるのでしょう

か。 

○佐々木修司営業経営課長 公営企業は、基金と

いう形ではないのですけれども、未処分利益剰余

金という形で会計内に現金があります。 

23ページのほうに財務諸表がありまして、資本

の部の下のところに当年度未処分利益剰余金とい

うことで、そちらに約３億円の剰余金があります。 

○古都宣裕委員 今のところ３億円積立て、積立

てといいますかあるというところだと思うのです

けれども、先ほどの村椿委員の質疑の中で、導水

管が令和18年で大体完了するというお話だったと

思います。 

導水管が令和18年に完了しました、スタート時

期はもっと前からやっているものですから、その

間、導水管の耐用年数といいますか、何年を見込

んでいて、一番先にスタートしたのがあると思う

のですけれども、それでいくと、令和18年から何

年間ぐらいですね、災害がないとか破損がないと

考えた上で、次の導水管の更新まで開くのかなと

いうのが気になるのですけれども、お答えできま

すでしょうか。 

○木村篤史上水道課長 導水管更新後、完了した

後、その後の次の更新についてということでござ

いますけれども、今のところ導水管の管自体は耐

震管の扱いということで、地震にも耐え得る管と

して整備しているところでございます。 

ただ、溶接部につきましては、当時、昭和50年

以前の溶接の技術がまだ未成熟ということもあっ

て、その溶接部の不具合といいますか、昭和50年

以前に係る導水管について、今現在、更新してい

るところでございます。 

更新し終わった後なのですけれども、今現在、

腐食を抑えるために電気防食といった装置をつけ

て延命を行っておりますので、その布設が終わっ

た後は、かなりの年代は更新をしなくてもいいと

いうふうに認識というか考えておりますので、次

回の更新については、今のところ、あと何年後に

またやるという計画はございません。 

○古都宣裕委員 耐用年数とかも見通していない

ような状態なのですかね。何年後というのを言え

なくても、取りあえず長く使えれば使えるほどい

いとは思うのですけれども、その見通しとかがな

いということですかね。 

○木村篤史上水道課長 主に導水管の材質として

は、鋼管という種類の管を使っているのですけれ

ども、そちらでいきますと、国の定めている耐用

年数は一応40年ということになっております。 

ただ、環境によって、そのもの自体40年ですぐ

腐食するというものではございませんで、環境に

よってはかなり長い期間使える状況でございます。 

網走市は、藻琴山の麓の良質な湧き水を使って

いるものですから、内面等の腐食はほとんどなく、

先ほど外面からの腐食は電気防食といった効果の

あるもので整備しておりますので、使えるものは、

もっと40年以上長く使えるものというふうに認識
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しております。 

○古都宣裕委員 ちなみに、一番古い、今整備さ

れたところで残っているものは、今後も使うやつ

のところでですけれども、どれくらい前になりま

すか。 

○木村篤史上水道課長 創設期から一度更新を終

えて、それが一番古い年代なのですけれども、昭

和60年ぐらいですかね。それが一番古いものとい

うふうになっております。 

○古都宣裕委員 そこが、もうそろそろ40年経過

するのかなというのはわかったのですけれども、

そこが仮に、もうプラス10年、20年持つとしても、

それぐらいにまた更新が始まる可能性は残ってい

るのかなと。 

ただ、企業債、次に聞きたいのですけれども、

企業債は、もちろん市債とかと一緒で借入れして

いるお金だと思うのですが、20年で組んでいるの

か、それとも導水管とかのやつでいくと、耐用年

数的に40年で組んでいるものなのか、どちらとか、

どれぐらいで組んでいるのですかね。 

○佐々木修司営業経営課長 起債の借入れの、償

還の期間ということですが、５年据置きの30年、

最大30年で借りられるということですので、そこ

はちょっと耐用年数とずれてきたりするような状

況になります。 

それと、大変申し訳ないのですが、先ほど、私、

３億円利益剰余金と言ったのですが、申し訳あり

ません、減債積立金が３億円でした。それで、４

年の末の利益剰余金については、１億8,000万円程

度、別にございます。訂正させてください。失礼

いたしました。 

○古都宣裕委員 水道、下水道ともに、とても大

切なものだと思っております。ライフラインと言

われるとおり、水がないと生きていけないと。あ

とは生活のために排水、下水も大切なものだとい

うのは認識しているのですけれども、先ほどの話

だと、導水管、あと13年かけて整備するというこ

とだったのですけれども、13年たつと、一番最初

のところが50年経過して、もうそろそろ危なく

なってしまうのかなという感じもうかがえます。 

すると、今資材の高騰等もある中で、企業債ど

んどん積んでいってしまっている状態ですし、13

年もすると、国の推計ですと、大体7,000人、

8,000人程度が網走市からいなくなってしまうのか

なというのが見えてくるのですけれども、となる

と、当然収入が減ってくる。利益をすごく出す部

類のものではないのは重々承知しているのですけ

れども、なかなか見通し的にも厳しいのかなとい

うのが見えているのですが。 

その辺をやっていくと、赤字になりました、で

もまた導水管、布設替えが始まってしまったとき

に、まちの都市計画も一緒に考えていかなければ

いけないのではないかなと思っているのですけれ

ども、導水管は、長い30年、40年スパンで考えな

ければいけないところの中で、都市計画も10年、

20年先の、今人口動態とかも出てきたところなの

で、これからそれらも考えると思うのですけれど

も、それを一緒になって考えなければいけない部

分だと思うのですが、原課の考えとしては、どの

ような考えを持っていますか。 

○佐々木修司営業経営課長 導水管等の管の耐用

年数は40年というふうに、公営企業法関連の政令

で定められているのですが、現実的に40年たって

すぐ使えなくなるのかということで言いますと、

実際にはもう少し使えていくということで、現実

的に何年後から本格的に２度目の導水管の更新が

出てくるのかというのは、ちょっとなかなか読み

づらいところがありまして、ただ、先ほど別の委

員の方にも御説明しましたけれども、財政の見通

しとしては、令和20年頃くらいまでの料金改定の

シミュレーションを、随時費用等が変動した段階

で行っているような状況でございます。 

○古都宣裕委員 なかなか答弁が難しいと思うの

ですが、将来のまちの設計も含めて、都市計画の

人口動態とかも考えた上で、布設とかも、本当に

このやり方、導水管の太さとかもいろいろ考えて

いかなければいけないとは思うのですけれども、

ただ、中々収支の見通しが暗いという中でやって

いくと、いつかバランスが逆転して、費用を上げ

ていかなければいけないとき、答弁にもありまし

たけれども、来ると思うのです。 

ただ、それが財政を見ると、そんなに遠い期間

にしてはおけないのではないかなというのは、多

分料金を上げますなんていうことを言えないで

しょうし、そんなこともなかなかいつとも言えな

いと思うのですけれども、それは間違いなく人口

が減っている以上はそうなると思うのです。上水、

下水とも。 

ただ、その都市計画をしっかりと持っていない

となかなかいけないのかなというので、先ほども
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話ししていましたけれども、令和20年以降と言い

ますけれども、残り13年かけて整備したら、一番

最初にやったときには、40年で見ていても50年た

つわけですよね。昭和60年整備が、２回目の布設

替えやったときの一番最初の部分が昭和60年に整

備しているわけですから。となると、40年見込ん

だのを50年見たとしても、布設替えが終わったと

きに耐用年数プラス10年見ているわけですよね。

となると、次の布設替えが始まってもおかしくは

ないとは思うのです。 

そうなってくると、ずっと導水管の整備に支出

が企業に乗せなければいけないですけれども、こ

のまま行くと物すごく収支バランスが悪くなった

ときに、どんどんどんどん赤字だけが膨らんでい

く状態になる。それで止めるためには、やっぱり

値上げは絶対必要になってくるとは思うのですけ

れども、そのタイミングがあまりにも遅いと、負

担が物すごくでっかくなってくると思うのです。

なので、この基金というか、剰余金を今上げれて

いる状態だとは思うのですが、多分このバランス

はここ数年、令和５年度決算はこれからですけれ

ども、なかなか厳しくなってくるのではないかな

というのは見えてくるのですけれども。 

この剰余金は、見通しとしては、令和何年ぐら

いまでは剰余金に入れられるけれども、どの時点

で剰余金が生まれないような見通しになっている

かというのはわからないですかね。 

○佐々木修司営業経営課長 赤字といいますか、

欠損金が出ると、公営企業法上、繰越利益剰余金

をもって充てなさいというような決まりになって

おりますので、出た段階で充てる形になります。

そのほかに、利益剰余金から毎年利益が出ている

間に、減債積立金を積み立てておりますので、先

ほど、私が誤ってお答えした数字が現在約３億円

ということで、そういったものを充てていくよう

な形になるというふうに考えておりまして、ただ、

利益剰余金だけを単純に、今あくまで現状の見込

みでのシミュレーションに当てはめた場合は、令

和16年頃には利益剰余金はなくなるかなというよ

うな見通し。ただ減債積立金を含めて考えますと、

もう少し延びると。使い方にしても、減債のほう

を先に使う形になるかなというふうに認識でおり

ます。 

それと、先ほどちらっとお話しするのをあれ

だったのですけれども、管のサイズ、ダウンサイ

ジングとか、その辺のことも検討しつつ、導水管

の更新は進めているところでございますが、なか

なか規模が極端に小さくなるかというと、これだ

け広い給水区域を持っていると、早々ダウンサイ

ジングによっても、極端に少なくなるというふう

に考えづらいのかなというところはありますし、

人口が減れば減るほど、やはり同じような規模の

施設を維持するとなると、やっぱり１人当たりの

負担は、必然的に将来的には上がらざるを得ない

のかなという認識でございます。 

○古都宣裕委員 苦しいけれども、やっていかな

ければいけないのは当然承知しているのですけれ

ども、20年、30年考えてやっていかないと、今企

業債は積んでいますが、今積んだ企業債、５年据

置きで残り25年平準化して払うわけですけれども、

今払っているお金でも平成10年頃、企業債として

起こしたやつを、その以降のやつですね、平準化

して払っているわけだと思うのです。ただ資材が

どんどん上がっている。償還に充てるための繰入

れのお金は、人口が減るからどんどん減るという

ことは、後々企業債の返還金はどんどんどんどん

増えていくことが予想されるわけですよね。 

そうとなると、今度、歳入は減っているから負

担が大きくなるというところを見ると、料金改定

を考えるのを少し早めにしないと、いきなり残っ

た人でぼんと負担しましょうとなったときには、

なかなかこれ厳しくなるのではないのかなと心配

しているのが質疑なのですけれども、その辺の何

だろう、ここ来年、再来年の話とかではなくても、

長期的な見通しとしてはやっぱりその辺も考慮し

た上で配慮するかどうかを聞きたいのですけれど

も。 

○佐々木修司営業経営課長 シミュレーションの

中で、いろいろなパターンを試してみたりという

ことはしております。 

料金改定のスパンが、国のほうで３年から５年

の間で算定するのが望ましいというようなことも

ありまして、３年、３年、３年で仮に１回目変え

て、次３年、３年という改定でシミュレーション

したときと、それは剰余金とかがなくなった前提

でシミュレーションしたときと、それから、なく

なる前に、例えば２年ぐらい前に改定したらどう

だろうというシミュレーションをしてみたところ、

確かに貯金がある状態ですので、最初の回転率は

抑えられるのですが、２回、３回になりますと、
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最終的には、単価ですとか、６年なり、10年なり

の総額の負担額は実はあまり変わらなったという

経過がありますので、もしそれを避けるのであれ

ば、貯金する分まで改定しなければいけなくなっ

てくるのかなという感覚がありまして、なかなか

そうなってくると、お金がまだ会計内にあるのに、

さらに貯金分も含めて改定するというのはなかな

か難しいのではないかというふうな理解をしてお

ります。 

○古都宣裕委員 考え方としては、理解いたしま

す。ただ、ここ20年、30年考えたときに、先ほど

話したとおり、企業債の返済がそのときにどんど

ん入ってきたときに、今の高い資材の代金で入っ

てくるわけではないですか。でも、変化するよう

な、当時いるであろう受益者負担にはなると思う

のですけれども、その人たちは減っているから、

当然負担が上がる。他市町村と比べて、水は確か

に湧き水を引っ張ってきているから美味しいと思

いますけれども、その料金に果たして、極端な話

ですよ、水道料金とかが倍になったときに、近隣

と比べて考えたときには、これ毎月支払うものな

ので、かなり差が出てきてしまったときに、網走

にそれでも住んでもらえるかどうかもちょっと考

えていかなければいけないのではないかなと思っ

て質問させていただきました。 

これは、上水道のほうに大きく話をしましたが、

下水道も同じで、その辺も一緒に考えていただけ

ればいいかなと思うのですけれども、簡易水道は、

まだ受益者がそんなに大きな増減とかが見込まれ

ないことから、まだまだ余裕の部分はあるのかな

と思うのですけれども、取り急ぎこの上水道が、

そういった状態だというのは把握して、国の制度

上なかなか積み立てがある中で剰余金とかを見越

せないという部分もわかるのですが、果たして本

当にそれでいいのかというのはちょっと疑問を呈

するのですけれども、これ自体には反対するもの

ではありません。 

以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者。 

松浦委員。 

○松浦敏司委員 ３項目ほど質問させていただき

ます。 

初めに、市有財産特別会計であります。 

歳入で、国庫補助金として、空き家総合支援事

業交付金381万4,000円とありますが、この交付金

の内容について、もう少し詳しくお知らせくださ

い。 

○古田孝仁財政課長 市有財産特別会計の歳入の

うち、空き家総合支援事業交付金でございますが、

こちらは国の補助金になっておりまして、雪害で

すから、落雪だとかそういうもので支障を及ぼす

ような空き家を解体する場合に、国庫補助が交付

されるという制度になっております。 

○松浦敏司委員 そうすると、そういった対象と

なる建物があるということで、この金額を計上し

ているということで捉えてよろしいのですか。 

○古田孝仁財政課長 潮見の団地の中で、市が買

い取った住宅で老朽化したものにつきまして、そ

ういう落雪の危険を及ぼすような物件があると、

それを解体するに当たりまして、こういう制度が

ありますので活用しています。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

もう一つは、財産収入の中に、財産売払収入と

して850万4,000円とあります。昨年より１桁ほど

下がっているのですが、これはどういったことか

らなのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 財産売払収入の内訳ですが、

令和６年度は、土地建物売払収入ということで850

万4,000円計上させていただいております。 

こちらにつきましては、市有財産で持っており

ます土地の売却を見込んで、１件ではございます

が計上させていただいているところです。 

令和５年度、今年度につきましては、潮見の公

営住宅と職員住宅の部分につきまして、宅地造成

を行って、市民の皆さんに購買をかけたというも

のの収入を見込んでおりまして、そちらが6,887万

3,000円ということで、大きな額になっていたとい

う状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

あと、財産の貸付収入ということで、貸地料、

土地建物貸付料、潮見住宅団地貸付料とあります

が、この三つについて説明をお願いします。 

○古田孝仁財政課長 財産運用収入の節、三つご

ざいますが、貸地料につきましては、土地を民間

であったり、官公庁であったり、あと電柱ですと

か、あと一時的に空いている土地を貸したりとい

うことで計上しているもので、そちらが828万

5,000円。 

次、土地建物貸付料でございますが、こちらに

つきましては、土地に建物がついている、同時に
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貸すというようなものでございますが、こちらに

つきましては、郊外地区にございます旧教員住宅

の貸付で193万円。 

あと、潮見住宅団地貸付料でございますが、こ

ちらは、軟弱地のところの物件で買取保証させて

いただいた住宅につきまして、一部市の職員に貸

付を行っている貸付料の収入でございます。こち

らは507万9,000円で、現在14件に貸付を行ってい

るところでございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

それで、歳出の部分で、財産管理費として405万

円、昨年は3,383万5,000円であったと思います。

管理する財産が減少したため大きく下がっている

のか。 

また、潮見住宅団地対策事業として 3,940万

2,000円と、前年が6,119万3,000円と、比較的大き

な違いが出ているのですが、その理由について伺

います。 

○古田孝仁財政課長 歳出のほうの総務管理費の

普通財産管理費でございますが、こちらにつきま

しては、昨年は、先ほど言いました潮見の公売を

したところの売上げを一般会計に繰出すために、

一般会計の繰出金を計上していたため大きかった

のですが、今回はそれがなくなったため減額と

なったものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

この潮見の団地は、軟弱地盤とかいろいろあっ

て、相当事業費にもこの間お金も費やしてきたと。

多分、最初の軟弱地盤の問題が起きたのは、たし

か私の記憶では昭和51年頃だったというふうに思

います。あれからもう四十数年たっているわけで

すけれども、この間、こういった市有財産特別会

計に対して投入してきた総額は、おおよそどれぐ

らいになるでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 潮見の軟弱の団地に対しま

すかかった経費でございますが、令和４年度まで

の数字に令和５年度までの予算を含めまして、25

億3,262万円と見込んでいるところでございます。 

○松浦敏司委員 これだけ市民の税金が費やされ

たということで、ただ、いろいろ理由があってこ

ういうふうになっているわけです。本来、建物を

建ててはいけないところに建てたという結果とし

て、そこで建物が壊れるような状況になってきた

という経過がありますが、ただ、こうやって移転

をしなければならない人もいれば、修繕して、そ

こに暮らすこともできるということで、市の一定

の形での対応をしてきたということでありますの

で、それはそれとして必要なことだというふうに

考えております。 

以前は、この予算に反対はしていたのですけれ

ども、今は反対しておりません。どんな状況に

なっているか、動きを伺ったところであります。 

次に行きます。 

網走港整備特別会計についてです。 

歳入について、使用料として三つ収入がありま

すがどういうものか。まず伺います。 

○高橋勉港湾課長 網走港整備特別会計の歳入に

ついて、大きなものとしましては、まず用地の使

用料、それと、市で持っております上屋の使用料、

それから船舶給水などの給水施設の使用料がまず

一つ目の収入でございます。 

それと、次に、財産の売払収入の部分でござい

ます。こちらは、現時点で売払い可能な土地の収

入を計上しているものです。 

それと、もう１点は、財産の運用収入というこ

とで、土地を借地した売払いではなくて、一定面

積を随時で貸し付けた料金の部分でございます。 

○松浦敏司委員 それで、土地売払収入で８億円

何がしありますけれども、ここは見込みというこ

となのだろうから、それなりに見込んでいるので

しょうが、どれぐらいの件数で、面積はどれぐら

い見込んだ金額なのでしょう。 

○高橋勉港湾課長 売払い可能な面積でございま

すけれども、現時点で売払いの可能な面積は22万

445平米ございます。 

それで、既にこの中から売れている部分を除き

まして、今残っている面積ですが、11万7,737平米

ということで、件数なのですけれども、土地なも

のですから、何筆という形では現時点で手元に資

料がございませんので、売払い可能な面積は11万

7,737平米というところでございます。 

○松浦敏司委員 取りあえずわかりました。 

それで、貸地料として2,274万円ありますが、こ

れは、具体的には、あそこにいろいろ物を置いて

あるところのことを示しているのか。その辺どれ

ぐらいの件数があるのか、それもわかればお示し

ください。 

○高橋勉港湾課長 すみません、手元に細かい資

料をちょっと用意していなかったもので、借地料

の内訳としましては2,274万6,000円ということで、
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これは大きな面積で、例えば１年間ですとか半年

間ですとか、それぞれ事業者の利用目的によって

その都度その都度協議いただいて貸付けをしてい

るものですけれども、申し訳ございませんが、件

数については今時点で押さえておりません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、歳出のところに行きますと、港湾施設

管理費が用地、それから上屋施設管理事業、給水

施設整備事業ともに前年より増えているのですが、

その理由について伺います。 

○高橋勉港湾課長 港湾施設管理費の部分で前年

より増えている部分でございますが、こちら工事

請負費の部分で若干増をさせていただいておりま

す。御承知のとおり港湾施設、上屋、あるいは施

設が経年劣化もございまして、老朽化が進行して

きております。 

今時点で、具体的にどこをどのようにというよ

うなことは、特に今のところはないのですが、近

年の人件費ですとか資材の高騰、これらを考慮し

て、何か修繕を行う際には、従来の予算ではなか

なか難しいのかなと思いまして、そういった上昇

傾向を考慮して増額させていただいております。 

○松浦敏司委員 確かに、近年のこの物価上昇と

いうことは理解できるところです。 

それで、次に行きますが、繰上充用……。 

○井戸達也委員長 松浦委員の質疑の途中ですが、

ここで暫時休憩といたします。 

再会は、午後２時15分といたします。 

午後２時04分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

上水道課長より発言を求められておりますので、

発言を許可いたします。 

 上水道課長。 

○木村篤史上水道課長 先ほど、古都委員との質

問の中で、鋼管の耐用年数について質問を受けま

した。それで、私、40年というふうに回答したの

ですけれども、正式には70年でございました。訂

正させていただきます。 

○井戸達也委員長 続きまして、先ほどの松浦委

員の質疑に対する答弁を港湾課長より求められて

おりますので発言願います。 

 港湾課長。 

○高橋勉港湾課長 先ほど、御質問いただきまし

た件で、まず売払いの関係でございます。用地造

成をしまして、これまでに売払いできた件数は15

件、15か所となっております。 

それと、先ほど、手元に資料がなくお答えでき

ませんでしたが、貸地の件数でございますけれど

も、新年度予算は８か所、面積にしまして２万163

平米の予算額でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に、繰上充用金、いわゆる赤字というもので

ありますが、前年より6,533万円ほど減少しており

ます。今８億5,053万2,000円というふうになって 

おりまして、最高時は、たしか私の記憶では17億

円くらいあったかなというふうに思うのですが、

ここまで減少してきたということであります。 

しかし、赤字には間違いないのですけれども、

6,100万円ほど減少しているその内容について、お

示しいただきたいと思います 

○高橋勉港湾課長 繰上充用金が減少している部

分でございますけれども、令和６年度当初予算で

８億5,000万円程とさせていただいています。 

御指摘のとおり、令和５年度の売却実績は現時

点でございませんが、売れなくても、先ほど申し

ました借地料等々で収入がありまして、また歳出

削減に努めてまいりまして、年間平均しますと、

これまで5,000万円前後、この先、令和６年度から

令和10年を長期的に見ましても、５か年の計画で

も毎年3,000万円近く、土地が売れなくても借地料

等々で黒字になっていく予定でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それから、一時借入利子ということで、前年の

ほぼ倍の金額として1,701万円となっているのです

が、これは金利が上がるであろうということを想

定してのことなのか、ちょっとその辺確認したい

と思います。 

○高橋勉港湾課長 一時借入金の利息の部分です

が、当初予算ベースでは、繰上充用金に対して令

和６年度は２％で見させていただいています。た

しか令和５年までは、実績としまして決算見込み

では0.05％とかの利率でみておりまして、44万円

ほどの決算見込みになりますが、令和６年度につ

いては２％ということで、金利上昇傾向を考慮し

まして、ここの部分をこのような形で見させてい

ただいたということです。 

○松浦敏司委員 そういうことですよね。 



 

－ 313 － 

後でまた、この部分については、お話ししたい

と思いますが、次に、令和５年度の網走港の利用

状況というのは、大ざっぱでいいのですが伺いた

いと思います。 

○高橋勉港湾課長 網走港の船の入港状況でござ

いますけれども、外航の船籍ですけれども５隻が

入港しております。それから内航の商船、主に小

麦ですとかアスファルト、それから重油関係です 

が、これが512件ほど、内航船籍につきましては、

前年比102.4％程度を見込んでおります。 

それと外航船籍につきましては、令和４年度は

６隻、令和５年度は５隻ということで83.3％でご

ざいます。 

それから、最も大きいのが漁船の関係でござい

まして、こちらも前年比101.4％で１万7,962隻、

その他の船で64隻、合わせまして、令和５年度１

万8,544隻の入港をいただいております。対前年比

101.3％というところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それから、今年の土地の売却の見通しは、先ほ

ど聞きましたかね、ちょっと確認したいと思いま

す。 

○高橋勉港湾課長 先ほど、令和５年度の実績に

ついて若干触れさせていただきましたが、２月末

現在で令和５年度の土地の売却実績はございませ

ん。 

ちなみに、令和５年度の土地売払収入の見込み

につきましては、以前に購入されていて分割納入

されていた分の658万949円が、令和５年度の土地

の売払収入となる見込みです。 

ちなみにですけれども、令和６年度、新年度に

つきましては、現時点で漁業関係者から購入、ま

たは借地をしたいという希望のお話をいただいて

おりまして、面積約600平米、売却価格でいきます

と1,000万円を超える額のお話をいただいておりま

す。新年度の契約を前提にお話を進めてまいりた

いと思っております。 

○松浦敏司委員 ぜひ売れてほしいですね。 

それから、先ほど売却面積の可能な面積も伺い

ましたが、用地が22万5,000平米、それから残りが

11万7,707平米ということでよろしいでしょうか。 

それで、全て売れた場合と、それから特例価格

で売れた場合、どんなふうになるのか伺います。 

○高橋勉港湾課長 未売却地の面積でございます

が、先ほど御説明しましたとおり、11万7,737平米、

売却の単価でございますが、平米当たり１万8,900

円としております。この単価で全て売れた場合に

ついては、約22億2,500万円になります。 

今御指摘いただきました、大面積の特例、40％

最大で割引するというものですが、この特例で売

却した場合であっても13億3,500万円の収入になり

ます。 

先ほど若干触れましたが、繰上充用金、新年度

予算ベースでは８億5,053万円でございますので、

大面積特例、40％を減価した単価で全て売却した

場合も約４億8,000万円の黒字は確保できるという

見込みでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、今週、日銀の会合が行われるというこ

とで、今実施されているゼロ金利が解除になるの

ではないか、なるだろうというふうに報道されて

います。多分解除になるのではないかと私も思い

ます。 

これは、本来的にいえば、ゼロ金利は 資本主義

の世の中であまりよろしくないと、私なんかは

思っているのですが、しかし長いことゼロ金利、

しかし、網走港整備特別会計にとっては、非常に

よかった政策ではある、結果としてね。金利が僅

かで済むわけですから。 

しかし、これが解除になって、金利が一定の額

になると、先ほど２％程度というお話もあります

から、そういう意味では、単年度では若干２％と

いうことでいいかもしれないのですけれども、こ

れが長く金利が少しずつ上がっていくような状況

になると、これは第二の能取になりかねないので

すよね。昔、能取漁港整備特別会計の時代は、

９％とか10％ですから、黙っていても、年間、億

単位で元金が増えていってしまうということがあ

りますので、そういう意味では、網走港整備特別

会計も早く土地を売って元金を小さくしていかな

いと大変なことになるなと、私なんかは思ってい

るのですが、原課としては、今後のゼロ金利解除

を受けてどういうふうに持っていこうとしている

のかを伺います。 

○高橋勉港湾課長 委員御指摘のとおり、金利に

助けられている部分は重々あると考えております。

先ほども一時借入金の利息２％を見ていること、 

これは２％までいくことはないだろうとは思って

おりますけれども、これが逆にそれ以上、３％、

４％に上がっていくことがないとも言えません。 
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やはり御指摘いただいたように、いかに土地の売

払いをしていくかということが課題であると考え

ております。 

以前から、情報等、土地を買い求めている情報

があれば積極的にアンテナを張りながらポート

セールス、売却交渉、あるいは売買までにいかな

くても土地を借りていただいたりするような交渉

はやってきております。これまでにも増して、そ

ういった部分に力を入れていきたいと考えており

ます。 

それと、先ほど令和６年度の土地の売払いの見

込みの部分で若干触れましたけれども、実際に漁

業関係者の方にお話が新年度早々にということで

ありましたけれども、そのほかにも、現時点で不

動産事業者からも土地の用途について等の問合せ

があったり、あるいは令和６年度ではございませ

んが、令和７年度に向けて貸地の問合せがあった

り、現時点で具体的にはなっておりませんが、網

走港の特別会計で整備した土地も、徐々にではあ

りますが、そういった売却に向けて方向性が開け

ていくのかなと考えているところでございます。 

○松浦敏司委員 詳しい説明ありがとうございま

す。 

とはいえ、やはり非常に不安のある会計ですよ

ね。とにかく土地を売らない限り元金が減ってい

かないというものですから、トップセールスを含

めて、多いに販売に励んでいただくしかないなと

いうふうに思っております。 

いずれにしても、この特別会計は、非常に危険

性をはらんだ会計で、問題を抱えているというこ

とを指摘しておきたいというふうに思います。 

最後に、後期高齢者医療特別会計についてです。 

後期高齢者医療の保険は、二つの方法で集めて

いると思います。特別徴収は、年金が月額１万

5,000円を超える人たちから徴収するということで

あります。ですから、１万5,000円以上のある方は、

年金から差し引きされてしまうということになり

ます。 

１万5,000円以下の年金者からは、普通徴収とい

うことで、これが本来の徴収の在り方なのですが、

普通徴収の収納率はどのような予定として組んで

いるのか伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和６年度予算にお

きましては、99.16％を予定しております。 

○松浦敏司委員 これは普通徴収で集める人たち

がかなり高い数字であるのですけれども、これま

で普通徴収の人たちは、相当大変な中、努力をし

て納めていると思うのですが、99.16％というのは、

これまでとほぼ変わらない収納率というふうに見

ていいのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和５年度に関しま

しては99.54％を見込んでおりますので、例年そこ

まで大きく開きはないと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

令和４年度の滞納状況は、どのような結果が出

ていますか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和４年度の滞納状

況ですが、人数は42名、金額が166万2,300円と

なっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

最終的に、この42名の方々は、その後何らかの

形で何名かは滞納していたのが克服されたという

人たちはどのくらいいるのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和４年度の方たち

ということではありませんが、例年、滞納の分も

ございまして、そちらも一定の収納はされていっ

ているところですので、全くこの後収納が見込め

ないということではございません。 

○松浦敏司委員 ただ、収入が１万5,000円以下の

年金生活ですから、これまでこつこつと貯めてあ

る中から少しずつ取り崩して払っているのだろう

なというふうに想像するところです。 

次に行きますが、２年に一度、後期高齢者医療

は、保険料が改定になりますが、令和６年度の保

険料はどんなふうになるのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 委員おっしゃいまし

たとおり、令和６年度は、後期高齢者医療の保険

料の見直しとなっております。令和６年度は、所

得割が11.79％、本年から見てプラス0.81％、均等

割で５万2,953円、同じくプラス1,061円、限度額

が80万円となりまして、プラス14万円となる見込

みです。 

○松浦敏司委員 いやあ、大変ですね。 

次に、基金からの繰入れとして、後期高齢者医

療事業基金借入金が20万円というふうにあるので

すが、どういうものなのか。そして、基金残高は

どれぐらいあるのか。そんなにないのだろうなと

いうふうに思うのですが、伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 後期高齢者医療の基

金の内容としましては、出納整理期間中に納入さ
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れた保険料と利子でありまして、保険料について

は、広域連合に納入されるまでの一時的なもので

ありますので、国保会計の基金とは性質の異なる

ものとなっております。 

令和４年度末の基金の残高としましては、57万

948円となっております。 

○松浦敏司委員 ですよね。そんなにないと思い

ました。わかりました。 

それから、後期高齢者医療広域連合受託事業収

入ということで、2,597万9,000円と前年より若干

減額になっているのですが、これはどのようなこ

となのか説明をお願いします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 後期広域連合受託事

業収入の減額の理由についてですが、健康診査の

受診数などに応じて受託額が決定されるものと

なっておりまして、健診の受診方法の違い、こち

らは集団健診と個別の健診がありまして、こちら

の単価が異なっているため、受診者全体の見込み

数に変更はございませんが、受診方法の割合の変

更により減額となったものです。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それから、健康診査等受診率向上特別事業費補

助金が増額になっているのですが、この説明をお

願いします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 こちらの増額の理由

につきましては、健康診査の未受診者に対する受

診勧奨を実施することとしまして、その経費が補

助対象となるため、増額となっているものです。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、保険料の、収入の低い人たちに対して

の軽減策ということであるのですが、令和５年度

の当初賦課の人数と実績について伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 保険料の軽減という

ことで、令和５年度の当初賦課時点での軽減対象

人数ですが、７割軽減が2,796人、５割軽減が968

人、２割軽減が700人となっております。 

○松浦敏司委員 これを見ても、後期高齢者医療

の人たちの中で、圧倒的多数が７割軽減というこ

とで、相当収入の低い人たちなのだろうなという

ふうに想像するところであります。 

そして、一定の収入がある方には、２割の窓口

負担というのが行われるようになりました。網走

では、何人がその対象になるのか。また、負担配

慮措置の期限についても伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 医療費の２割負担に

ついてですが、令和５年８月の保険証更新時点で

910人となっております。 

負担配慮措置につきましては、制度開始から３

年間ということですので、令和７年９月末までと

なっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

５割軽減の人たちと同じぐらい２割負担の人た

ちがいるということであります。窓口負担が２割

というのは相当きついものです。私も、後期高齢

者の人たちからやっぱり２割負担はきついという

話を受けております。配慮する措置はあるけれど

も、結局はなくなるわけですからね。そういう意

味では、さらに大変になってくるだろうというこ

とが想像されます。 

最後に、健康診査受診率について伺いたいと思

いますが、令和４年度の実績はどうだったのか、

市と道の状況について伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和４年度の後期高

齢者の健康診査の受診率についてですが、当市の

受診率は12.83％、道は13.88％となっております。 

○松浦敏司委員 いやあ、低いですね。 

後期高齢者ということで、なかなか健診を受け

に行くのも面倒だなというふうに思ってしまった

りする人もいるのかもしれませんが、しかし、い

ずれにしても、早期発見、早期治療という点から

すると、やっぱり健診をできるだけ早い時期に、

初期の段階で治療に当たるというのが何よりなん

だというふうに思います。 

そういう意味では、やっぱりこれから受診率を

どうやって上げるかという知恵を絞るところでは

ないかというふうに思うのですが、原課として今

のところを考えていることについて伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 先ほどの補助率の増

額のところでもお話ししましたとおり、今年度は

未受診者に対して勧奨を行っていくということも

考えておりますので、その効果を見たいと思って

おります。 

○松浦敏司委員 ぜひ受診率を上げてほしいとい

うふうに思います。 

ただ、後期高齢者医療は、75歳以上の人たちを

囲い込んで、その中で制度を維持しようとするわ

けですから、非常に無理があるのだというふうに

思います。一時は、これはなくなるはずだったの

ですよ。でもなくなるはずが、政権が変わったら

なくならなくて、そのまま続けているということ
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で、当時の厚生労働大臣がうば捨て山みたいな発

言もしていたぐらい、非常に問題のある制度なの

ですよね。 

高齢者の皆さんが長年この日本を支えてきて、

結果として、収入の割には高い保険料を払って、

そして窓口負担も１割、そしてちょっと収入があ

れば２割ということで、非常に問題があり過ぎる

というふうに、そういう後期高齢者医療制度の特

徴があるということを指摘して、問題のある会計

だということを言って、私の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうからも端的に確認させ

ていただきます。 

まず、国民健康保険事業の健診助成事業であり

ます。 

人間ドックの助成の関係でありますが、これは

以前から、国保加入者の多い約半数が加入されて

いる65歳から74歳の方が助成の対象になっていな

いということで、市民の方々から非常に負担額が

多くて、なかなか人間ドックを受けることに踏み

切れないというようなお話、御相談をいただきま

した。 

そこで12月の一般質問で質問させていただいて

おりましたが、この方々を人間ドックの助成とす

ることで受診率の向上、国からの支援金も増え、

早期発見、早期治療につながれば、医療費や保険

料も抑えられるのではないかという質問をさせて

いただきました。 

早々と、この３月の予特に拡充され、64歳から

74歳までの方も助成の対象とされたということで、

担当課の迅速な対応、御尽力に心から敬意を表し

たいと思います。 

令和６年度は、一体この事業展開によりどれぐ

らいの方が対象となり、受診される見込みなのか。

そして、新年度４月１日から、これは対象となる

ものなのか。その辺も含めて、詳細について伺い

ます。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 人間ドックの助成に

ついて、これまで40歳以上64歳までは約3,400名、

そして、今回拡充しまして、40歳以上74歳までに

なったことで約5,800名が、対象年齢が拡充されて

おります。 

そして、実際の見込みですけれども、420名を見

込んでおります。 

事業の開始に関しましては、４月１日からとい

うことで、年度当初からスタートするということ

で間違いございません。 

○小田部照委員 対象予定者は400名以上いるとい

う想定で、これ40歳以上の方も含めてということ

なのでしょうが、すごく一定程度の方がいて、64

歳以上の方からもう既に喜びの声をいただいてお

ります。 

これは本当に市民が安心して健康な暮らしをこ

の網走で行っていくのに大切な国民健康保険事業

だと思いますので、事業の推進に令和６年度も

しっかり取り組んでいっていただきたいと思いま

す。 

次に、こちらも、先ほど来、他の委員からもあ

りました水道事業会計、これも毎年、僕も質問さ

せていただいているのですが、老朽化した導水管、

給水管の布設替え、これすごく多額な費用で、長

いスパンの計画で、工夫と努力を重ねて、水道料

金にも跳ね返ることなく、安心安価な水道水の提

供をされているという部分に御尽力いただいてい

ることに、私は、これは毎年評価しているところ

であります。 

一方で、さっき他の委員からもありました、や

はり給水人口が減って、資材の高騰と。様々な、

これから人口減少が進んでいきますので、諸課題

がある中で、令和５年度、４年度、僕も知り合い

の現場のほうを見させていただいたら、毎年同じ

ような数の漏水が市内あちこちで起こっておりま

す。小さいのから多少大きいの、皆さんに水が提

供されないほど大きな事故は数年ないですけれど

も、100件ぐらいは年間あるのかな。 

実際、年間の大体件数と、僕、現場の人からよ

く言われるのが、計画的に漏水というのはないの

で、漏水が急に起こってしまって、早急に対応し

なくてはいけないけれども、実は細かな家の漏水

程度、程度といったら怒られますけれども、だと

対応してくれるところはいっぱいあるのだが、

ちょっとパイの太い水道管とかになると、結構特

殊な技術で素人は無理なので、なかなか急な対応

してくれる事業所が、実は網走にも１社、２社し

かないという現状であります。そういう方々も、

ほかに仕事を持ちながら、急に漏水の依頼が来て、

受けていただいているのが正直現状です。 

資格を持っている事業所は幾つもあるのですけ

れども、現状、実動部隊として漏水対応できる事
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業所は年々減っていて、実はそこにも年々マンパ

ワーが、この令和６年もなかなか減少している実

態なのですけれども、その辺、漏水に対する考え

方を伺います。 

○木村篤史上水道課長 今、委員から質問があり

ました漏水の発生状況、それから対応状況かと思

いますけれども、まず漏水の発生状況から御説明

させていただきます。 

漏水の状況ですけれども、直近３か年の漏水の

実績としましては、令和２年度に110件、令和３年

度に98件、令和４年度に76件となっておりまして、

平均いたしますと、年間95件の漏水修繕を行って

おります。 

その内訳としましては、半数程度が各家庭の

メーター機の手前にある止水栓からの漏水、それ

以外の漏水箇所で申しますと、近年は、配水管か

ら給水管を取り出す箇所での漏水が多くなってき

てございます。 

続きまして、漏水に対応できる業者の状況でご

ざいますけれども、現在、網走市で指定しており

ます給水工事事業者42社ございます。そのうち止

水栓漏水など、各家庭内で起こる比較的微量な漏

水につきましては19社が対応できる状況でござい

ます。 

一方、先ほど委員がおっしゃっていた、配水管

等、急な依頼に対応していただける業者なのです

けれども、こちらのほうにつきましては、委員御

指摘のとおり２社のみとなっております。 

その背景としましては、やはり人材不足という

問題があるかと思っております。人材不足の問題

は、市内の設備業者だけではなくて、建設業界全

般に言われていることだと思いますので、なかな

か短期間での解消はちょっと難しいのかなと。特

効薬的なものはなかなかないのかなというふうに

思っています。 

市としましては、公共事業の事業量を確保しつ

つ、プラスアルファその支援を長期にわたって行

う必要があるのかなと思っていまして、今現在、

商工労働課で実施しております若者技能者人材育

成地元定着支援事業、そういった地元業者に対し

て支援可能な制度がございますので、そういった

制度があるよということを積極的に周知していっ

て、解決に取り組んでいきたいというふうに考え

ています。 

○小田部照委員 今御答弁あったとおりだと思い

ます。早々と、どうにかできるような問題ではな

く、網走市全体どこの業種も人材不足だというの

は現状ですけれども、２社の方も今ちょうど大変

なときで、本当マンパワーがないのですよね。急

な漏水も放っておくわけにもいかないので、何と

か対応しなくてはいけない、対応していただかな

ければいけないということで、そういったところ

へのまた新たな支援もまた必要なのかなと僕は感

じているところであります。 

これ、また別の機会に質問させていただきます

が、水道事業全般、これからも水道料金改定の見

込みはないということで理解いたしますので、私

は、皆様のこれからの令和６年以降も、工夫と努

力に大いに期待して質問を終わります。 

○井戸達也委員長 次、質疑者、挙手願います。 

栗田委員。 

○栗田政男委員 私のほうは、能取漁港のほうを

１点お聞きしたいと思います。 

午前中、村椿委員のほうからも質疑がありまし

た。大変、能取が変わったなと思って、喜んでい

ます。長い歴史の中で、漁港が紆余曲折しながら

今の状況になっていって、これからどういう方向

性が大事なのかなと、非常に大事な時期に逆に

入っていくのかなと思いますけれども。 

まず、債務の話は、多分午前中に出ていたと思

うのですが、先ほど松浦委員のほうから、ゼロ金

利が解消になると、自動的にそっちのほうも金利

が膨らんで、前のように雪だるま式に増えていく

ということはないという理解でよろしいのでしょ

うか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ゼロ金利政策解除に関

わります一時借入金利子の金利上昇の影響という

ような御質問と理解させていただきます。 

令和５年度の決算見込みにおける能取の赤字額

は約１億4,000万円という形になってございます。

先ほど港湾課長のほうからも答弁ありましたけれ

ども、現状の一借利子0.05％程度でありまして、

令和５年度見込みでは約７万円程度の一時借入金

利子でございます。 

これが仮に、当時、私のほうで調べたとき2.5％

という時代があったのですけれども、そのときの

金利にした場合でも、現状の赤字額で算出した場

合、約350万円という形になります。決して、現状

のうちの会計としては安い金額ではございません

が、仮にここまで一気に上昇しないだろうという
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認識、仮にここまで上昇して、会計上、非常に厳

しいという話になった場合には、当然でございま

すが、内部で検討を行った上で、１億4,000万円の

赤字を補塡するのか、もしくは何らかのほかの対

応を考えるかというような検討になるかと想定し

てございます。 

○栗田政男委員 連動して多少の増減が出てくる

というのは、ただ、分母のほうが少なくなってい

るので、当然そんなに財政に影響するほどではな

いのかなというふうに思いますけれども、いつま

でも特別会計のああいう焦げつきを残しておくと、

あんまり前に進むためには難しいのかなと思うと

ころがあるので、ぜひとも、適時その辺の判断を

見極めて、可能であるならば、すぐにもできるで

しょうから。 

あそこの会計はいろいろ事情があって、例の国

の中央の関係で、一般基金のほうから多額の基金

を入れて健全化というのでしょうかね、何とか無

事切り抜けた経緯があります。 

私も、57億円弱あるときの審議委員会のほうに

入っていたので、何分にも、その当時からずっと

それに携わっているので、すごく思い入れがあり

ます。 

しばらく全然変わらない状態で、本当にこの土

地どうするんだという状況からすると、今は夢の

ような話ですよね。ソーラーパネル、バイオマス、

それで風車はちょっと遠いところにつきましたけ

れども、土地なんかあれば、また風車で自然エネ

ルギー基地にしてもいいのではないかというぐら

いの今状況ではないかと思うのですが。 

そこで、原課のほうでも大変苦労されていろい

ろな事業、排熱を利用したり、いろいろなことも

考えられているようです。ただ、それを一挙に事

業化するというのは、なかなか準備、全てのこと

が大変ですし、今取りあえずは、発電がメインで

すから、やっているし、今２基ですから、３基動

き出したときにはどうなるかということが。 

電気事業は、紋別のほうが早めにやっていて、

すごく売上げを上げています。とんでもない、

びっくりしました。稼働して１年間で70億円、一

気に。それぐらいの経済効果がある事業です。で

すから、本当に今は電気を売るビジネスというの

は、すごいのだなというふうに思いますけれども。 

そうはいっても、あの地域、非常によくなった

のですが、これも前話したのですが、ボートヤー

ド、あの周辺、今すごく時期によって、もちろん

この場でも議論されていますけれども、まだまだ

市のほうでもちょっと整備をしてあげたり、いろ

いろ考えなくてはいけないのではないかなという

時期が来ているのではないかなと思うのですが、

原課として、ボートヤード、特に秋の時期、アキ

アジシーズンの時期なんかはどうかということで、

考え方を教えてください。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取地区の再開発と活

用についてでございますけれども、まずちょっと

ボートヤードの関係ですが、今、私、細かい数字、

昨年の利用実績等持ってございませんけれども、

誠に残念ながら、サケのライセンス制が導入され

た関係で、ボートヤードの利用は、従前と比べる

と若干落ち着きを今見せている状況でございます。

したがいまして、昨年は全て埋まるという状況は

なくて、１隻、２隻分は空いているような状況で

ございましたので、なかなか開発等は難しいのか

なという認識でございます。 

併せまして、一時期ブリ、マグロ等の釣りも非

常に人気があって、利用率が一時増えたのですけ

れども、そちらにつきましても、年による変動、

それからマグロなんかは、水産庁のほうでも遊漁

の規制をしている関係から、なかなか浮き沈みが

あるのかなというふうに認識してございます。 

○栗田政男委員 要は、規制がかかって隻数も制

限、特にプレジャーは、逆に言うと締め出しのよ

うな感じで、モーターボートは大分少なく規制さ

れています。 

ただ、マグロに関しては、びっくりするほど増

えていますね。マグロは、釣りする立場からする

と、アキアジの比ではないですね、面白くて。オ

ホーツク海にクロマグロがどんどん、それも50キ

ロ、60キロサイズが今結構入ってきているので、

夢のような話ですよ。マグロを釣るというのは、

フィッシャーマンの夢ですからね。 

だから、その部分で、釣って報告といろいろ規

制はあります、確かに。あるのですが、ボートを

降ろせて、正式に降ろせる場所は、実はそんなに

そんなにないのですよ。多分この近郊では、あそ

このヤード以外は、正規に降ろせるところはない

のではないかな。漁港は使えなくなったので、そ

ういう面からすると、ただでなくていいですから、

有料でしっかりと管理してあげる方向性を持って

いったほうがいいと思います。 
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どっちにしても来るなといっても来ますから、

だからそういう管理体制を、整備をどうのこうの

でお金をかけてではなくて、草刈り程度はしなく

てはいけないでしょうけれども、駐車場の確保だ

とか、そういうことは十分空いている土地はいっ

ぱいありますから、できるのではないかなと思い

ますけれども、どうでしょうかね。 

そういうことを注視しながら、方向性としてプ

レジャーの人たちが活用できる。帯広から旭川か

らばんばん来ますから。皆さん知ってるとおり、

向こうはまちが大きいですから、人口がたくさん

いるし、お金持ちもいっぱいいます。富裕層の人

たちがとんでもない外車にとんでもないボート積

んできたりするわけですから。 

ぜひとも、それは資源として活用する方向性が

絶対に必要だと思うのですが、再度考え方はどう

ですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボートヤード、それか

ら能取にあります斜路の関係でございますけれど

も、まず船を降ろせる斜路につきましては、北海

道の管理になっておりまして、そこは利用料をい

ただいております。ただし、この利用料はあまり

高くないので、なかなかうちとしては、実際にお

金自体は北海道にほぼ入るので、うちの件数はた

しか300件以上あるはずなので、非常に職員の負担

にもなっている一面もございます。 

もう１点ございました駐車場等につきましては、

能取については十分確保されておりますので、駐

車場が確保できない等ということは今のところご

ざいません。 

あと、利用隻数につきましても、１日最大100隻

ということで、一応上限決まっていますけれども、

そこまではつかえることがないので、原課としま

しては、今のところ現状の利用で特に問題はない

というふうに認識してございます。 

○栗田政男委員 考え方ですよね。 

課長が自らやれと、僕、言っていませんので、

やっぱりシステムを組んで、それこそ管理する体

制を組んで、だから無料だと、やっぱりそれは難

しい話になるので、しっかりと受益者負担をいた

だくという原則でいったほうがいいのかなと思い

ますし、もったいないと思います。 

そんなにそんなにないですから、逆に言うと、

管轄はあの部分だけは道だと言いますけれども、

当市の財産ですよね。だから有効に使っていただ

きたいなというふうに思います。 

それと、全体を通して、もう少しのところまで

来ています。だから、管理コストは今後かかって

いくだろうと思います。美化も考えたり、いろい

ろな部分であそこの漁港を整備していかなくては、

今ちょっとたまたまいろいろ活用してもらってい

る業者が、そういう自然物を扱っているので、一

般的にはちょっと見た目、感じがいいものではな

いでしょうけれども。 

能取漁港、昔は本当に臭いがひどくて、パーク

ゴルフどころではなかった時期もありました。今

それも改善されていますし、逆に言うと、キャン

プ場もあるのですから、市民が憩える場所として

活用して。 

これも、前にお話ししましたけれども、あれだ

けの広大な土地ですから、活用によっては、宝物

に化けるのですよね。非常に例えばあそこに温泉

施設がぼんとできたときには、市民が活用するに

はすばらしい場所にもなるだろうと、いろいろな

ことを規制は別にしてですよ。 

だから、そういう発想を持ってね、将来に当

たって、場所的にも北見からも帯広からもアクセ

スがいいですから、非常にいいのではないかなと

いうふうに考えているので。 

もう１点、本当に債務に関しても、長期ずっと

焦げついているような部分も、原課は一生懸命回

収して実績を上げています。これは本当に並大抵

の努力ではないし、私も、それを聞いたときには

感動しました。よくそこまでやったなと思って、

だから期待もしているし、やはりしっかりとした

取組、やっぱり目に見えないところできっちり

やっている方もこの市役所の中にはいらっしゃる

ということを最後に申し上げて、終わりたいと思

います 

○井戸達也委員長 ほかに質疑者ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で、本日の日程であります特別

会計及び公営企業会計の細部審査を終了いたしま

す。 

本日は、これにて散会といたします。 

再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

御苦労さまでした。 

午後３時06分 散会 


